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基発1226第1号

平成23年12月26日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

心理的負荷による精神障害の認定基準について

｜
｜
I

心理的負荷による精神障害の労災請求事案については、平成11年9月14日付

け基発第544号「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針につい

て」 （以下「判断指針」という。 ）に基づき業務上外の判断を行ってきたところで

あるが、今般、 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書（平成23

年11月） 」の内容を踏まえ、別添の認定基準を新たに定めたので、今後は本認定

基準に基づき業務上外を判断されたい。

なお、本通達の施行に伴い、判断指針は廃止する。
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別添

心理的負荷による精神障害の認定基準

第1対象疾病

本認定基準で対象とする疾病（以下「対象疾病」という。 ）は、国際疾病分類

第10回修正版（以下「ICD-10」という。 ）第V章「瀞申および行動の障

害」に分類される精神障害であって、器質性のもの及び有害物質に起因するもの
を除く。

対象疾病のうち業務に関連して発病する可能性のある精神障害は､主としてI

CD-1･0のF2からF4に分類される精神障害である。

なお、器質性の精神障害及び有害物質に起因する精神障害(ICD-10のF

O及びF1に分類されるもの）については、頭部外傷､脳血管障害、中枢神経変

性疾患等の器質性脳疾患に付随する疾病や化学物質による疾病等として認めら
れるか否かを個別に判断する。

また、いわゆる心身症は、本認定基準における精神障害には含まれない。

第2認定要件

次の1， 2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別

表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。

1対象疾病を発病していること。

1 2対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認

められること。 、

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認め

られないこと。

また､要件を満たす対象疾病に併発した疾病については､対象疾病に付随する
疾病として認められるか否かを個別に判断し、これが認められる場合には当該対

象疾病と一体のものとして､労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する

業務上の疾病として取り扱う。

第3認定要件に関する基本的な考え方

対象疾病の発病に至る原因の考え方は､環境由来の心理的負荷(ストレス)と、

個体側の反応性､脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理

的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、

逆に脆弱性が大きければ､心理的負荷が小さくて.も破綻が生ずるとする「ストレ

スー脆弱性理論」に依拠している。

このため､心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件としては、

，対象疾病の発病の有無､発病の時期及び疾患名について明確な医学的判断がある

ことに加え､当該対象疾病の発病の前おおむね6か月の間に業務による強い心理

的負荷が認められることを掲げている。
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この場合の強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及

び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種
の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものであり、

「同種の労働者」 とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似す

る者をいう。

さらに、これらの要件が認められた場合であっても、明らかに業務以外の心理

的負荷や個体側要因によって発病したと認められる場合には､業務起因性が否定

されるため、認定要件を上記第2のとおり定めた。

（！

｡

第4認定要件の具体的判断

1発病の有無等の判断

対象疾病の発病の有無、発病時期及び疾患名は、 「ICD-10精神および

行動の障害臨床記述と診断ガイドライン｣(以下｢診断ガイドライン｣という｡）

に基づき、主治医の意見書や診療録筆の関係資料､請求人や関係者からの聴取内
容､その他の情報から得られた認定事実により､医学的に判断される｡特に発病
時期については特定が難しい場合があるが､そのような場合にもできる限り時期

の範囲を絞り込んだ医学意見を求め判断する。

． なお､.強い心理的負荷と認められる出来事の前と後の両方に発病の兆候と理

解し得る言動があるものの、どの段階で診断基準を満たしたのかの特定が困難

な場合には、出来事の後に発病したものと取り扱う。

精神障害の治療歴のない事案については､主治医意見や診療録等が得られず発

病の有無の判断も困難となるが、この場合にはうつ病エピソードのように症状に

周囲が気づきにくい精神障害もあることに留意しつつ関係者からの聴取内容等

を医学的に慎重に検討し､診断ガイ･ドラインに示されている診断基準を満たす事

実が認められる場合文は種々の状況から診断基準を満たすと医学的に推定され

る場合には、当該疾患名の精神障害が発病したものとして取り扱う。
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2業務による心理的負荷の強度の判断

上記第2の認定要件のうち、2の｢対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、

業務による強い心理的負荷が認められること」 とは、対象疾病の発病前おおむ

ね6か月の間に業務による出来事があり、当該出来事及びその後の状況による

心理的負荷が、客観的に対象疾病を発病させるおそれのある強い心理的負荷で

あると認められることをいう。

このため、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては､精神障害発病前

おおむね6か月の間に､対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどの

ような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体

的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、別表

1「業務による心理的負荷評価表」 （以下｢別表1」という。）を指標として｢強｣、

「中」 、 「弱」の三段階に区分する。
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なお、別表1においては､業務による強い心理的負荷が認められるものを心理

的負荷の総合評価が「強」と表記し、業務による強い心理的負荷が認められない

ものを「中」又は「弱」と表記している。 「弱」は日常的に経験するものであっ

て一般的に弱い心理的負荷しか認められないもの、 『中」は経験の頻度は様々で

あって「弱」よりは心理的負荷があるものの強い心理的負荷とは認められないも

のをいう。 ．

具体的には次のとおり判断し、総合評価が「強」と判断される場合には､､上

記第2の2の認定要件を満たすものとする。

（1） 「特別な出来事」に該当する出来事がある場合

発病前おおむね6か月の間に、別表1の「特別な出来事」に該当する業務

による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価を「強」と判断

する。

（2） 「特別な出来事」に該当する出来事がない場合

「特別な出来事」に該当する出来事がない場合は、以下の手順により心理

的負荷の総合評価を行い、 ｢強」 、 「中」又は「弱｣.に評価する。

ア 「具体的出来事」への当てはめ

発病前おおむね6か月の間に認められた業務による出来事が、別表1の

「具体的出来事｣のどれに該当するかを判断する。ただし、実際の出来事
が別表1の「具体的出来事」に合致しない場合には、どの「具体的出来事」

に近いかを類推して評価する。

なお、別表1でば「具体的出来事」ごと．にその平均的な心理的負荷の

強度を、強い方から「Ⅲ」 、 「Ⅱ」 、 「I」として示している。

イ出来事ごとの心理的負荷の総合評価

（ア）該当する「具体的出来事」に示された具体例の内容に、認定した「出

来事」や「出来事後の状況」についての事実関係が合致する場合には、

その強度で評価する。

（イ）事実関係が具体例に合致しない場合には、 「具体的出来事」ごとに示

している「心理的負荷の総合評価の視点」及び「総合評価における共通

事項」に基づき、具体例も参考としつつ個々の事案ごとに評価する。

なお、 「心理的負荷の総合評価の視点j及び具体例は、次の考え方に

基づいて示しており、この考え方は個々の事案の判断においても適用す

べきものである。また、具体例はあくまでも例示であるので、具体例の

「強｣の欄で示したもの以外は｢強」と判断しないというものではない。

a類型①「事故や災害の体験」は、出来事自体の心理的負荷の強弱を

特に重視した評価としている。

b類型①以外の出来事については、 「出来事」と「出来事後の状況」

の両者を軽重の別なく評価しており、総合評価を「強」 と判断するの

b
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は次のような場合である。

(a)出来事自体の心理的負荷が強く、その後に当該出来事に関する本

人の対応を伴っている場合

(b)出来事自体の心理的負荷としては「中」程度であっても、その後

に当該出来事に関する本人の特に困難な対応を伴っている場合

c上記bのほか、いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事

が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体のものと

して評価し、また、 「その継続する状況」は、心理的負荷が強まるも

のとしている。

（3）出来事が複数ある場合の全体評価

対象疾病の発病に関与する業務による出来事が複数ある場合の心理的負荷

の程度は、次のように全体的に評価する。

ア上記（1）及び（2）によりそれぞれの出来事について総合評価を行い、

いずれかの出来事が「強｣の評価となる場合は、業務による心理的負荷を

「強」と判断する。

イいずれの出来事でも単独では「強」の評価とならない場合には､.それら

の複数の出来事について、関連して生じているのか、関連なく生じている

のかを判断した上で、

①出来事が関連して生じている場合には、その全体を一つの出来事とし

て評価することとし、原則として最初の出来事を「具体的出来事」 とし

て別表1に当てはめ、関連して生じた各出来事は出来事後の状況とみな

す方法により、その全体評価を行う。

具体的には、 「中」である出来事があり、それに関連する別の出来事

（それ単独では「中」の評価）が生じた場合には、後発の出来事は先発

の出来事の出来事後の状況とみなし、当該後発の出来事の内容、程度に

より 「強」又は「中」として全体を評価する。

②一つの出来事のほかに、それとは関連しない他の出来事が生じている

場合には、主としてそれらの出来事の数、各出来事の内容（心理的負荷

の強弱） 、各出来事の時間的な近接の程度を元に、その全体的な心理的
負荷を評価する。

， 具体的には、単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事が複数

生じている場合には､全体評価は「中」又は｢強」となる。また、 「中」
の出来事が一つあるほかには「弱」の出来事しかない場合には原則とし

て全体評価も「中」であり、 「弱」の出来事が複数生じている場合には

原則として全体評価も「弱」となる。

（4）時間外労働時間数の評価

別表1には、時間外労働時間数（週40時間を超える労働時間数をいう。

一四1－
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以下同じ。 ）を指標とする基準を次のとおり示しているので、長時間労働が

認められる場合にはこれにより判断する。

なお､業務による強い心理的負荷は､長時間労働だけでなく、仕事の失敗、

役割．地位の変化や対人関係等、様々な出来事及びその後の状況によっても

生じることから、この時間外労働時間数の基準に至らない場合にも、時間数

のみにとらわれることなく、上記（1）から（3）により心理的負荷の強度

を適切に判断する。

ア極度の長時間労働による評価

極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、 うつ病等の原因

となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね160時

間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事

したことのみで心理的負荷の総合評価を｢強｣とす烏・
イ長時間労働の「出来事」 としての評価

長時間労働以外に特段の出来事が存在しない場合には、長時間労働それ

自体を「出来事」とし、新たに設けた「1か月に80時間以上の時間外労

働を行った（項目16） 」という 「具体的出来事」に当てはめて心理的負

荷を評価する。

項目16の平均的な心理的負荷の強度は「Ⅱ」であるが、発病日から起

算した直前の2か月間に1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働

を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場

合等には、心理的負荷の総合評価を「強」とする。項目’6では、 「仕事

内容･仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった（項目15） 」

と異なり、労働時間数がそれ以前と比べて増加していること・は必要な条件

ではない。

なお、他の出来事がある場合には、時間外労働の状況は下記ウによる総

合評価において評価されることから､原則として項目’6では評価しない。
ただし、項目’6で「強」 と判断できる場合には、他に出来事が存在して

も、この項目でも評価し、全体評価を「強」 とする。

ウ恒常的長時間労働が認められる場合の総合評価

出来事に対処するために生じた長時間労働は、心身の疲労を増加させ、

ストレス対応能力を低下させる要因となることや、長時間労働が続く中で

発生した出来事の心理的負荷はより強くなることから、出来事自体の心理

的負荷と恒常的な長時間労働（月100時間程度となる時間外労働）を関

連させて総合評価を行う。

具体的には、 「中」程度と判断される出来事の後に恒常的な長時間労働
が認められる場合等には、心理的負荷の総合評価を「強」 とする。

なお、出来事の前の恒常的な長時間労働の評価期間は、発病前おおむね

6か月の間とする。

一
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（5）出来事の評価の留意事項

業務による心理的負荷の評価に当たっては、次の点に留意する。

①業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者が､その傷病によって生じ

た強い苦痛や社会復帰が困難な状況を原因として対象疾病を発病したと判

断される場合には､当該苦痛等の原因となった傷病が生じた時期は発病の6

か月よりも前であったとしても､発病前おおむね6か月の間に生じた苦痛等

が、ときに強い心理的負荷となることにかんがみ、特に当該苦痛等を出来事

（､「 （重度の）病気やケガをした（項目1） 」 ） とみなすこと。

②いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるもの

については、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病

・ 前6か月以内の期間にも継続しているときは､開始時からのすべての行為を

評価の対象とすること。

③生死にかかわる業務上のケガをした、強姦に遭った等の特に強い心理的

負荷となる出来事を体験した者は、その直後に無感覚等の心的まひや解離

等の心理的反応が生じる場合があり、このため、医療機関への受診時期が

当該出来事から6か月よりも後になることもある。その場合には、当該解

離性の反応が生じた時期が発病時期となるため、当該発病時期の前おおむ

ね6か月の間の出来事を評価すること。

④本人が主張する出来事の発生時期は発病の6か月より前である場合であ

っても､発病前おおむね6か月の間における出来事の有無等についても調査

し､例えば当該期間における業務内容の変化や新たな業務指示等が認められ

るときは､これを出来事として発病前おおむね6か月の間の心理的負荷を評

価すること。

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の判断

上記第2の認定要件のうち、 3の「業務以外の心理的負荷及び個体側要因に

より対象疾病を発病したとは認められないこと」 とは、次の①又は②の場合を

いう。

①業務以外の心理的負荷及び個体側要因が認められない場合

②業務以外の心理的負荷又は個体側要因は認められるものの、業務以外の心

理的負荷又は個体側要因によって発病したことが医学的に明らかであると

判断できない場合 ．

（1）業務以外の心理的負荷の判断

ア業務以外の心理的負荷の強度につい･ては、対象疾病の発病前おおむね6

か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務以外の出来事の

有無を確認し、出来事が一つ以上確認できた場合は、それらの出来事の心

理的負荷の強度について、別表2 「業務以外の心理的負荷評価表」を指標

として、心理的負荷の強度を「Ⅲ」 、 「Ⅱ」又は「I」に区分する。

ー

、
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イ出来事が確認できなかった場合には､上記①に該当するものと取り扱う。

ウ強度が「Ⅱ」又は「I」の出来事しか認められない場合は、原則として

上記②に該当するものと取り扱う。

エ 「Ⅲ」に該当する業務以外の出来事のうち心理的負荷が特に強いものが

ある場合や、 「Ⅲ」に該当する業務以外の出来事が複数ある場合等につい

ては、それらの内容等を詳細に調査の上、それが発病の原因であると判断

することの医学的な妥当性を慎重に検討して、上記②に該当するか否かを

判断する。

（2）個体側要因の評価

本人の個体側要因については、その有無とその内容について確認し、個体

側要因の存在が確認できた場合には、それが発病の原因であると判断するこ

との医学的な妥当性を慎重に検討して、上記②に該当するか否かを判断する。

業務による強い心理的負荷が認められる事案であって個体側要因によって発

病したことが医学的に見て明らかな場合としては、例えば、就業年齢前の若

年期から精神障害の発病と寛解を繰り返しており、請求に係る精神障害がそ

の一連の病態である場合や､重度のアルコール依存状況がある場合等がある。

第5精神障害の悪化の業務起因性

業務以外の原因や業務による弱い（ 「強」 と評価できない）心理的負荷によ
り発病して治療が必要な状態にある精神障害が悪化した場合、悪化の前に強い

心理的負荷となる業務による出来事が認められることをもって直ちにそれが

当該悪化の原因であるとまで判断することはできず､原則としてその悪化につ

いて業務起因性は認められない。

ただし、別表1の「特別な出来事」に該当する出来事があり、その後おおむ

ね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認め

られる場合については、その「特別な出来事」による心理的負荷が悪化の原因

であると推認し、悪化した部分について、労働基準法施行規則別表第1の2第

9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。

上記の｢治療が必要な状態」とは､実際に治療が行われているものに限らず、

医学的にその状態にあると判断されるものを含む。

／

第6専門家意見と認定要件の判断 ノ

認定要件を満たすか否かを判断するに当たっては、医師の意見と認定した事

実に基づき次のとおり行う。 ．

1主治医意見による判断

すべての事案(対象疾病の治療歴がない自殺に係る事案を除く。）について、

主治医から、疾患名、発病時期、主治医の考える発病原因及びそれらの判断の
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根拠についての意見を求める。

その結果、労働基準監督署長（以下「署長」という。 ）が認定した事実と主

治医の診断の前提となっている事実が対象疾病の発病時期やその原因に関して

矛盾なく合致し、その事実を別表1に当てはめた場合に「強」に該当することが

明らかで、下記2又は3に該当しない場合には、認定要件を満たすものと判断す

る。

2専門医意見による判断 ・

次の事案については、主治医の意見に加え、地方労災医員等の専門医に対し

て意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。

①主治医が発病時期やその原因を特定できない又はその根拠等があいまいな

事案等、主治医の医学的判断の補足が必要な事案

②疾患名が、 ICD-10のF3 (気分（感情）障害）及びF4(神経症性障

害、ストレス関連障害および身体表現性障害）以外に該当する事案

③署長が認定した事実関係を別表1に当てはめた場合に、 「強」に該当しな

い（ 「中」又は「弱」である）ことが明らかな事案

④署長が認定した事実関係を別表1に当てはめた場合に、明確に「強」に該

当するが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められる事案（下記3

③に該当する事案を除く。 ）

3専門部会意見による判断

次の事案については、主治医の意見に加え、地方労災医員協議会精神障害等

専門部会に協議して合議による意見を求め、その意見に基づき認定要件を満た

すか否かを判断する。

①自殺に係る事案

②署長が認定した事実関係を別表1に当てはめた場合に、 「強」に該当する

かどうかも含め判断しがたい事案

③署長が認定した事実関係を別表1に当てはめた場合に、明確に「強」に該
当するが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められる事案

④その他、専門医又は署長が、発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷

め強度の判断について高度な医学的検討が必要と判断した事案

4法律専門家の助言

関係者が相反する主張をする場合の事実認定の方法や関係する法律の内容

等について、法律専門家の助言が必要な場合には、医学専門家の意見とは別

．に、法務専門員等の法律専門家の意見を求める。

第7 ・療養及び治ゆ

心理的負荷による精神障害は、その原因を取り除き、適切な療養を行えば全

認9缶
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治し、再度の就労が可能となる場合が多いが、就労が可能な状態でなくとも治

ゆ（症状固定）の状態にある場合もある。

例えば、医学的なリハビリテーション療法が実施された場合には、それが行

われている間は療養期間となるが、それが終了した時点が通常は治ゆ（症状固

定） となる。また、通常の就労が可能な状態で、精神障害の症状が現れなくな

った又は安定した状態を示す「寛解jとの診断がなされている場合には、投薬

等を継続している場合であっても、通常は治ゆ（症状固定）の状態にあると考

えられる。

療養期間の目安を一概に示すことは困難であるが、例えば薬物が奏功するう

つ病について、 9割近くが治療開始から6か月以内にリハビリ勤務を含めた職

場復帰が可能となり、また、 8割近くが治療開始から1年以内、 9割以上が治

療開始から2年以内に治ゆ(症状固定）となるとする報告がある。

なお､ ･対象疾病がいったん治ゆ（症状固定）した後において再びその治療が

必要な状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱い、改めて上記第2の認定要

件に基づき業務上外を判断する。

治ゆ後、症状の動揺防止のため長期間にわたり投薬等が必要とされる場合に

はアフターケア（平成19年4月23日付け基発第0423002号）を、一

定の障害を残した場合には障害補償給付(労働者災害補償保険法第15条)を、

それぞれ適切に実施する。

第8 ､その他

1 自殺について

業務によりICD-10のFOからF4に分類される精神障害を発病したと

認められる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選

択能力が著しく阻害され､.あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著

しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、業務起因性を認める。

その他、精神障害による自殺の取扱いについては、従前の例（平成11年9

月14日付け基発第545号）による。

2セクシュアルハラスメント事案の留意事項

セクシュアルハラスメントが原因で対象疾病を発病したとして労災請求がな

された事案の心理的負荷の評価に際しては、特に次の事項に留意する。

①セクシュアルハラスメントを受けた者（以下「被害者」 という。 ）は、勤

務を継続したいとか、セクシュアルハラスメントを行った者（以下「行為者」

という。）からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいと

の心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、

行為者の誘いを受け入れることがあるが､これらの事実がセクシュアルハラス

メントを受けたことを単純に否定する理由にはならないこと。

②被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、こ

認6－
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の事実が心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にはならないこと。

③被害者は、医療機関でもセクシュアルハラスメントを受けたということを

すぐに話せないこともあるが､初診時にセクシュアルハラスメントの事実を申

し立てていないことが心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にはならない

こと。

④行為者が上司であり被害者が部下である場合、行為者が正規職員であり被

害者が非正規労働者である場合等､行為者が雇用関係上被害者に対して優越的

な立場にある事実は心理的負荷を強める要素となり得ること。

3本省協議

ICD-10のF5からF9に分類される対象疾病に係る事案及び本認定基

準により判断することが適当ではない事案については、本省に協議すること。

’
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別表1

業務による心理的負荷評価表
三

爾五函菜軍司

※『特別な出来事』に鮫当Lない場合には､それぞれの関連項目により解価する．

別な出来事以外

(総合評価における共通事項）

1出来事後の状況の解価に共通の視点
出来事後の状況として､表に示すr心理的負荷の緯合岬画の視点』のほか､以下に践当する状況のうち､著しいものは総合評債を強める要素として考慮する。

①仕事の裁量性の欠如(他律性､強制性の存在)･具体的には､仕事が孤独で単圃となった､自分で仕事の厘番･やり方を決めることができなくなった.自分の技能や知麓を
仕事で使うことが要求されなくなった等。

②職場環境の悪化.具体的には､騒音､照明､温度(呂熟･寒冷)､湿度(多湿)､換気､臭気の悪化等．
③職場の支援･協力等(問題への対処等を含む)の欠如･具体的には､仕事のやり方の見直し改善､応援体制の確立､箕任の分散等､支援･醗力がなされていない等。
④上記以外の状況であって､出来事に伴って発生したと偲められるもの(他の出来事と解団できるものを除く。〕

2恒常的長時間労働が阻められる珊合の総合岬価

①具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに『中』租度と解侭される場合であって､出来事の後に恒鱗的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労
働)が鰹められる場合には､緯合卿価は｢強』とする。

②具体的出来事の心理的負禰の強度が労働時問を加瞭せずに｢中』租度と岬価される場合であって､出来事の前に恒常的な長時間労働(月1CO時間程度となる時間外労
働)が鱒められ､出来事後すぐに(出来事後おおむね10日以内に)発病に至っている場合､又は､出来事後すぐに発病には至っていないが事後対応に多大な労力を畳しその
後発病した場合､緯合評価は｢強｣とする。

③具体的出来事の心理的負荷の強度が､労働時間を加味せずに｢弱』穣度と解価される場合であって､出来事の前及び後I表れぞれ恒徽的な畳時間労働(月100時間程度
となる時閥外労働)が犀められる場合には､総合岬価は｢強｣とする。

口季公印哀■ヨ

ヨの■度に更らズ
■孟些向日＝

／
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特別な出来事の頚型 心理的負荷の総合評侭を『強』とするもの

心理的負荷が極度のもの

・生死にかかわる､極度の苦鏑を伴う､又は永久労働不鮪となる後遺障害を残す集務上の病気や”をした ･･･項目1関連
(察務上の晦病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の昔痛を伴った珊合を含む）
・乗務に関連し､他人を死亡させ､又は生死にかかわる宣大なケガを負わせた(故竃によるものを除0
・強姦や､本人の走思を抑圧して行われたわいせつ行為などのｾｸｼｭｱﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けた
・その他､上記に準ずる程度の心理的負荷が僅度と囲められるもの

･･･項日3厘蓮
･･･項目36関連

極度の長時間労働
・発病直前の1か月におおむね160時閥を超えるような､又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週閥に
おおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休醸時間は少ないが手待時間が多い場合等､労働密度が特に低い
場合を除く） 。

･･瞑目16関連

争
型
米
顕
画
の

平均的な心I

具体的
出来事

B的負智の践屡

心理I 成椰 池皮

I Ⅱ 、

心理的負凋の総合解価の視点
心理的負荷の強度をr靭｣『中』『強』と判断する具体例

1

I

q I E 9 強

1

1■■■■

2

①事故
や災害
の体験

(亙度の）
病気やケ
ガをした

惑惨な事
故や災害
の体験、
目撃をし
た

☆

☆
・病気やケガの租度
・後遺障害の程度､社会復帰
の困雌性等

・本人が体験した場合､予感
させる被害の租度
・他人の事故を目撃した場
合､披害の程度や被害者との
関儲等 ．

【解脱】
右の程度に至らない病気やｹガについて､その程度等からr弱｣又は
r中』と解価

【r靭』になる例】 ．
・乗務に関連し､本人の負傷は
軽痙･録侮で､感惨と震ではいえな
い事故等の体験､目摩をした

■

●

c c

◎遍鈍事紋や災害の体咳､目
撃をした。 ．

●

守

■ 七

甲 e ■

●＝

4

1 ℃

･ ･ . 式 ,い･ ･畠｡Q ~ ② ｡ 。 ． ．･I

C■鷺の痢釘蛤ｹガをした,す． ． ． ．

1 －● 0 ●． ．。 ｡

｡｡ ･ザ･ ･ ･ ･ ･ ： ｡ ､ 0 .

【｢強』になる例】 ．
｡…に関■し､本人の負侮は軽度･毎傷で
あったが､自らの死を予感させる窪の事故
等を体映した
・集覇に囲連し､被害者が死亡ずる事故､多
量の出血を伴うような事故等特に遜惨な事故
であって､本人が巻き込まれる可桧性がある
状況や､本人が被害者を救助することができ
たかもしれない状況を伴う事故を目醸した(倒
観者的な蝿での目撃は､｢強』になることは
まれ） ．

某務に関
連し､垂
大な人身
事故､亙
大事故を
起こした

☆

・事故の大きさ､内容及び加
書の租度
・ペナルティ･貴任追及の有無
及び程度､事後対応の困難健
等 ，

【解脱】 ．
負わせたケガの租度､事後対応の内容等から｢間』又は｢中』と呼価

●

O察■に■
醸逼こ畦

遠し､宜大な人身事故､…
巳

▽
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出来事
の顔型

平均的な心

具体的
出来事

ﾛ的負荷の強度

心理的負旬の強度

【 Ⅱ 、

心理的負荷の鯰合呼価の視点
心理的負荷の強度を｢弱』｢中』『強｣と判断ずる具体例

弱 中 強

嘩
嘩
事

敗､遇
一■一一

会社の経
営に影響
するなど
の重大な
仕事上の
ﾐｽをした

会社で起
きた事
故､事件
について、

寅任を問
われた

自分の関
係する仕
事で多額

乗務に関
連し､違
法行為を
強要され
た

蓮嘩碩墜
なノルマ

が媒され
た

ノルマが

達成でき
なかった

新規事象
の担当に
なった､会
社の建て
直しの担
当になっ

た

☆

☆

☆

★

☆

☆

☆

・失敗の大きさ･亙大性､社会
的反響の大きさ､擾害等の程
度
・ペナルティ･量仔適量の有恭
及び程度､事後対応の困難性
毎

・事故､事件の内容､圏与･宜任
の租度､社会的反唇の大きさ等
・ペナノ”ｨの有儀及び程度.責
任追及の狸度､事後対応の困醗
性等

〔注）この項目は.郁下力混こした事
箪等､本人が匝接引き起こしたもので
l津&埠故､事件一いて含壁⑧賓任
礎嘩れた場合の心理的負荷を肝
■ﾂも.本人が直接引き起こし鐸故
等I＝いては.項目4奄酎る．

・損失等の程度､社会的反響
の大きさ等
・事後対応の困難性等

(注）この項目は.取引先の倒崖な
ど､多賦の娩失等が生じた辰因に本人
が関与してL唾いものの､それI幸う
対応等19よる心理的■鞠を”る．
本人の割言よる多観の撹郵gつい
てI主項目4で醇伍耗． 、

・違法性の程度､強要の程度
(頻度､方法》等
・事後のペナルティの
事後対応の園墜性等

程度、

・ノルマの内容､困難性､強飼
の程度､達成できなかった場合
の影■､ペナノ蹄の有無等
。その後の集務内容･重慈母
の浬度､轍場の人間関係等

・速成できなかったことによる
経営上の影轡度､ぺﾅﾙﾃｨの
程度等
・事後対応の隅墜性等

(注》揃限Iご至っていない塩合でも.違
唾で含誕､麹が明らかl垂っ纈合
にはこの項目で肝箇耗．

・新規乗務の内容､本人の聴
寅､困難性の程度､能力と集務
内容のギャップの租度等
。その後の余務内密､乗務量
の程度､駁場の人間関係等

【解限】
ﾐｽの租度､事後対応の内容専から｢開』又は『中』と評伍

【r間』になる例】
・軽微な事故､事件(損呑等の生
じない事恵､その後の集務で容易
に損害等を回復できる事餓､社内
でたびたび生じる事鯉等)の貴任
(監督資任等)を一応問われたが、
特段の事後対応はなかった
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【『珊』になる例】
。多■とはいえない損失(その後
の案務で容易に回担できる掬央、
社内でたびたび生じる飼失等)等
が生じ､何らかの事後対応を行っ
た

●.

｡ ． 9 ■ ， 〃 o ･ ･

【『岡』になる例】
・案務I型連し､商慣習としては
まれ!ご行われるような逮法行為を
求められたが､拒むこ画こより侭丁
した

【『弱』になる例】
・同種の経露を有謡労偽者
であれば逮成可能なﾉﾙﾏを艮さ
れた
・ﾉﾙﾏではない集餓目揮が示さ
れた(当肢目棟が､逮睦強<求め
られるものではなかった）

【｢邸』になる例】
・ノルマが逮戚できなかったが、
何ら事後対応は必要なく､会社か
唾量任を問われること…かつ
た

・察鎮目樺が違成できなかったも
のの､当酸目揮の達成は､強く求
められていたものではなかった

【｢洞』になる例】
・経微な薪規率集等〔斬規事集で
あるが､責任が大きいとはいえな
いもの)の担当I毒った

● ■●凸

■ ● ①

【『強｣になる例】
5丘天な事故5事件(侭塵を招きかねない事
胆や大幅な察繊悪化に繋がる事雌､会社の
僧用を箸し<■つける事餓､他人を死亡させ、
又は生死に関わるケガを負わせる亭態等)の
資任陛笹寅任等)を問われ､事後対応に多
大な労力を寅した
・丘大と宙ではいえない事故､事件ではある
が､その資任〈壁巴貴任靭を問われ､魂や
威責を大きく上回る事後対応を行った(城給、
降格等の■いぺう･ﾙﾃｨが陳された等を合
む）

【『強｣になる例】
・会社の経営に影専するなどの特に多趣の
損失(倒産を招きかねない損失.大栖な粛鯛
感化に繋がる損失鋼が生じ亀倒壷審固避す
るための金融檀関や取引先への対応等の事
後対応に多大な労力観した

【『強』になる例】
・案踏に囲速し､嘩な途途行為(人の生命
に関わる速法行釣､見覚し纈合に会社の侭
用を著しく■つける違途行為)を命じられた
・察着に関連し､反対したにもかかわらず、
違途行酋を執勧に命じられ､やむなくそ刺こ
従った
・察務に麗速し､亙大な追法行為を命じら
れ､何度もそれに槌った
・乗稜に関速し､強要された迫賎行對が免
覚し､事後対応に多大な労力をRした(皿、
ペナルティを陳された癖を含む）

【『強』になる例】 ．
・客昼的に.相当な努力があっても蓮唾田璽
なﾉﾙﾏが腺され､速成できない場合には■
いペナルティがあると予告された

【『強』になる例】
・経営に影■するようなノルマ(速成できな
力均たことにより倒産を招きかねないもの､大
勉“悪化につながるもの､会社の侭用を
著しく轟つIﾅるもの等)が速諏きず､そのた
め､事後対応に多大な労力書寅した(懲戒処
分､降格､錘.賠償箕任の適及等丘いぺナ
ﾙﾃｲを陳された簿を含む）

【｢強』になる例】
・経営に重大な影巳のある覇規事集等〈矢
敗した増合に倒崖を招きかねないもの､大幅
な乗頓悪化につながるもの.全社の侭用を著
し<傷つけるもの､成功した場合に会社の断た
な主要事案になるもの等)の担当であって､亭
案の成否に■大な責任のある立場に就き.当
肢集務に当たった
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出来事
の扇型

平均的な心I

具体的
出来事

日的負荷の践度

心思的負荷の薗度

I Ⅲ 、

心理的負荷の総合解価の視点
心理的負荷の強度を｢四』｢中』｢強』と判断する具体例

弱 中 、 強

｜
掴
一
料

１

１ ２

顧客や取
引先から
然理な注
文を受け
た

顧客や取
引先から
クレーム
を受けた

大きな観
明会や公
式の場で
の発表を
強いられ
た

上司が不
在になる
ことによ

り､その代
行を任さ
れた

☆

☆

☆

☆

・顧客･取引先の重要性､要
求の内容等
・事後対応の困難性等

・顧客･取引先の■要住､会
社に与えた損害の内容､程度
等
・事後対応の困難性簿

(注)この項目は､本人に過失のないク
レームについて….本人のミス
によるものは､項目4で再伍詫．

・鋭明会等の規模､薬務内容
と発表内容の羊ｬｯプ､強要、
寅任､事嗣単備の程度簿

・代行した集務の内軽､箕任
の租度､本来裳溺との関係､能
力･経験とのギャップ､願場の
人間関係等
・代行掘間等

【r籾』になる例】
・問樋の経験等を有する労働者
であれば速戚可能な注文を出さ
れ､乗務内再･案鞠量に＝定の変
化があった
・要且が示されたが.達成を強く
求められるものではなく､案覇内
客･察麺こ大きな変化もなかっ
た

【｢閥』になる例】
・鳳客等からクレームを塾ﾅた
が､特に対応を求められるもので
はな<､取引関係や.乗務内容･案
葡量に大きな変化錘かつた

． ． ． ． ： ． ． ；
■ ■ a ① ● ｡

｡麺韓鯉秘勅唱曾.
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【『強』I奉る例】 ．
・通常なら拒むことが明らかな注文(察繍の
著しい悪化が予惣される注文､違法行為を内
包する注文銅ではある鱗…客や取
引先からのものであるためこれを受け､他部
門や別の取引先と困離な"に当たった

■ 寺 ｡

●｡ ｡

【r強』になる例】
・康客や取引先から宜大なｸ匙(大口の
露等の畏失を招きかねないもの.金社の画
用を署しく侮つけるもの”を受け.その解澗
のために他部円や別の取副生卜田亜か画■
に当たった

【解脱】
脱明金等の内容や車前準僧の狸度､本人の経敗等から秤便するが.『強｣になる
ことはまれ ． ．

【解鋭】
代行により扉せられた責任の狸度､その朔間や代行した案涜内容､本人の過去
の経峡等とのキｬｯブ等から爵債するが､｢強｣になることはまれ

15

16

17

一
泊

８１

》
唾
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｡

｡

つ

仕事内
容・仕事
丑の(大き
な)変化を
生じさせる
出来事が
あった

1か月に

8O時間以
上の時間
外労働を
行った

たって連

続勤溺を
行った

勤務形態
に変化が
あった

活動の変
化があっ
た

☆

☆

☆

☆

☆

・巣務の困難性､総力･経験と
業務内容の羊ｬｯブ等
‘時間外労働､休日労働､乗
務の密度の変化の程度､仕事
内容､責任の変化の租度等

(注)免寅前おおむね6か月において、
時間外労髄時閃敗に皮化がみられる
塔合には､他の項目で酔伍される珊合
でも､この項目でも肝園する．

・案務の困雌性
・長時間労働の継麟期間

〔注)この項目の『時間外労働』は､す
べて休日労由時関を食む．

・乗務の困殿性､飽力･経験と
集務内容のギャップ等
・時閥外労働､休日労働､案
務密度の変化の程度､案務の
内容､文任の変化の程度等

● ■

・交替飼勤務､深夜勤務等変
化の租度､変化後の状況等

・変化の程度､強制性､変化
況等

【『同』になる例】
・仕事内野の吏化が専易に対応
できるもの(※)であり､変化後の
業覇の負荷が大きくなかった
繋金膿･研修等の参釦の強制、
轍場の“化の進風､部下の増
加､同一事輯内の所■部居の
統廃合､担当外察覇としての非正
規胤貝の軟冑笄
・仕事赴(時間外労働時間敗導）
に､｢中』に至らない程度の慶化が
あった

【r弱』になる例】
・ 1か月にB0時間釆湛の時間外
労働を行った

《崖)他の項目廻肝便されない咽合の
分解佃稲．

【噸』になる例】
・休日労働を行った

｡ ■

。■■瀞簸に嵐化があった

Q ■ ■● ｡

① ●

O仕事のぺｰｽ､藩鷺の文化が
あった ．
Q

p

■

【r強』になる例】
・仕事丑が著しく地加して時間外労働も大幅
に増える〈倍以上に増加し､1月当たりおおむ
ね1“時間以上となる)などの状況になり､そ
の後の集務に多大な労力を受した(休賦･体
日を確保するのが困難なほどの状屈となった
等を含む）
・過去に経験したことがない仕事内容に変更
となり､倦時緊鞭春強いられる状餓となった
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【『強｣になる例】

ー、

・発病直前の速続した2か月間に､1月当た
りおおむね120時間以上の時間外労働を行
い､その察務内容が通常その狸度の労働時
間を要するものであった
・発療直前の遭鹸した3か月間に､1月当た
りおおむね100時間以上の時関外労働を行
い.その察務内容麺常その程度の労働時
閃を要するものであった

■‐ 凸 ■

． ． 魂ざ ・

熾鱈っ
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【瞳』になる例】
・ 1か月以上にわたって連域勘務を行った
・2遅間(12日)以上にわたって餌鍵動蒜塞
行い､その間､連日.深夜時佃帝に及ぶ時間
外労鉛を行った
(いずれも､1日あたりの労■時間が特に短い
場合､手待時間が多い等の労働密度が特に
低い場合を除く）

【解磁】
変更後の勤務形瞳の内容､一般的な日牽牛霊歩のギャップ等から呼価するが、
『強』になることはまれ

【解鋭】
仕事のペースの変化の租度.労働者の過去の経験等とのギャップ等から呼価す
るが､｢強』I垂ることは蜜れ

●
。
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出来事
の鰯型

平均的な心

具体的
出来事

I的負荷の強度

心国的負荷の薗田

I Ⅱ 田

心理的負荷の縫合呼値の視点
心理的負荷の強度を｢弱』｢中』｢強』と判断する具体例

弱 中 ･強

五
２
型
翻
副
霞
調
”
一
配

轆
率
睡
輝

配匝転換
があった

転勤をし
た

複数名で
担当に
いた象務
を1人で
担当する
ようになっ
た

非正規社
貝である
との理由
等により、
仕事上の
差別､不
利益取扱
いを受け
た

自分の昇
格･昇進
があった

早期退職
創度の対
象となった

自分の興
約満了が
迫った

☆

●

☆

☆

☆

☆

､

☆

★

☆

ノ

☆

・解風又は退凍強要の経過
強要の程度､嘩場の人間関係
等

(途)ここ唾､う『解届又鯉職強剰に
は･労働興約の瀞戎上期閃を定め咽
用…いる者であっ銘.自蔵異約
が翻間の定めのない具約と実■的に
具ならない状曲鈍っている潮台の雇
止めの通知を食む．

・顔浬､聡務の変化の租度
配風転換の理由･経過等

、

・巣務の困難性､能力･経験と
集務内響の羊ｬｯプ等
．その後の業務内容､乗務量
の租度､壕場の人間関係等

(注》出向を含む．

・職租､職務の変化の程度、
転勤の理由･経過､単身赴任の
有祭､海外の治安の状況等
・察湧の困雌懐能力･経験と
案務内容の羊ｬｯプ等
。その後の集務内容､乗務丘
の程度､轍俎の人間関係等

・象務の変化の程度等
．その後の集務内程､乗務量
の程度､醜の人間関係等

・差別･不利益取扱いの理由・
経過､内辱､粗度､職場の人間
関係等
・その継総する状況

・蹴務･糞任の変化の超度等
．その後の業務内容､職場の
人間関係等

・職塙におIﾅる役割･位区付
けの吏化､集務の変化の内容．
程度導
。その後の案務内容､嘩場の
人間関係等

・対象者選定の合理性､代償
楢匝の内容､制度の事前周知
の伏況､その後の状況､職堪
の人間関係等 ．

・契約締結時､期間満了前の
鯨明の有鑑､その内容､その後
の状況､職場の人間関係等

【解腿】

↓

退塵勧奨が行われたが､その方途､騒度等からして強要とはいえない
墳合に陸その方法等から｢現｣又は『中』と呼信

甲 ■■ ~ や ~ ~ ロ ー● 七 色

【『閥』になる例】
・以前に経政した乗務等､配■齢
換後の桑涜が容品に対応できるも
のであり､変化後の乗務の負荷が
軽微であった
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【『強』になる例】
・過去に経験した巣窟と全く具なる貢の集務
に従事することとなったため､犀■畦換後の
業務に対応するのに多大な労力を受した
・匡醒換後の地位が､過去の軽験からみ
て具例なほど■い責任が謀されるものであっ
た

・左週された(明らかな降格であって配■歴
換としては具例なものであり､職垣内で孤立し
た状況になった）

【『弱』になる例】
・以前に経験した場所である等、
畦鮭笹の業務が容易に対応でき
るものであり､庇化後の裳務の負
荷が軽微であった
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【｢強』I華る例】
・転勘先は初めて赴任する外国であって現
岫の■貝との会騒が不能､治安状況が不安と
いったような事情から､転勤後の案務遂行に
馨しい困礎伴った

【『朝』になる例】 ．
。復敗名で担当していた集踏を一
人で担当するようになったが､案
着内容･業“
なかった

はぽとんど変化が

【｢強｣I垂る例】
・乗務を一人で担当するようになったため、
案務丑が著しく増加し時間外労働が大綱こ増
えるなどの状況I菫り､かつ､必要な体■･体
日も取れない導鱗時緊蚕を強いられるような
状鯉となった

【『団』になる例】
・社貝間に姐遇の差具がある
が.その差は小さいものであった

【『強』になる例】

〃

・仕事上の差別.不利益取扱いの種度が著
し<大きく､人格を否定1ちょうなものであっ
て､かつこれが繕続した
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・
心
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■

【解脱】
本人の経験等と著しく季離した責任が課せられる等の珊劃二.昇逮後の職責､象
葛内容等から評価するが､｢強』になることはまれ

ｑ
ｑ
ｄ
・
１
日

【解脱】
部下の灘少がペナル声の冠味を持つものである等の鳩合に､減少の程度(人数
等)等から評圏するが､｢強』になることはまれ

【解脱】
創度の創殴が夷然であり退■錘の朔間が短い等の増合に､対象君選定の基準
等から解価するが､｢強』になることはまれ
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【解脱】 、
事前の脱明に反した突然の契約終了(■止め)通告であり契約籍了までの期間が
短かった辱の俎合に､その軽過等から秤伍するが､｢強』になることはまれ
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出来事
の煽型

平均…I

具体的
出来事

I的負費の錘

心逗的負荷の■国

I Ⅱ 画

心理的負荷の緯合解億の視点
心理的負荷の強度を『弱』r中｣『強』と判断する具体例

刑 中 強

９
０
１
２

２
．
３
３
３
－
鈎
一
勢
一
魂

⑤対人
関係

(ひどい）
嫌がら
せ､いじ

め､又は
風行を受
けた

D ●

上司との卜
ﾗプﾙが
あった

同僚との卜
ラブルが
あった

部下との卜
ラプルが
あった

理解してく
れていた
人の具動
があった

上司が智
わった．

同僚等の
昇進･昇
格があり、
昇進で先
を越され
た

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

．嫌がらせ､いじめ､暴行の内
容､程度等
・その継鰯ろ状況

〔”上司から案務扣導の範囲内の叱
貴等を受噛合.上司と察務をめぐ
る方針等において対立が生じた沼合等
は､項目釦等で評個ﾂも．

・トラブルの内容､租慶等
。その後の案務への支障等

・ トラブルの内容､租度､同俵
との“上の関係等
．その後の乗務への支障等

・ トラブルの内容､程度等
。その後の業務への支障等

(画上司が聾わったことにより､自麟
上司との関係に函が生じた増合に
は､項目3“野箇耗．

【解鋭】
部下に対する上岡の甘動が集差鯉導の駐開書幾唖L二叉は団僚等に
よる多人歓が鯖托しての曾動が.それぞれ右の租度に至らない増合
について､その内容､程度､経過と集■揃導からの逸践の程度により
『岡』又は『中』と評伍

【『刺』になる例】
・複敷の同僚等の発曾により不
快感を覚えた(客観的には嫁がら
せ､いじめとはいえないものも含
む）

【｢中』になる例】
・上旬の叱責の過程で集務指導
の範囲を逸脱した発言があった
が､これが纏統していない
・同僚等が鯖託して嫁がらせを
行ったが､これが縫繍していない

【r弱｣になる例】
・上司から､案務撒導の箆囲内
である把導･叱責を受けた
・察涜をめぐる方針等において､ 、
上司との考え方の相五が生じた
(客銀的にはトラブルとはいえない
ものも含む）
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【『弱』になる例】
・案確めぐる方針等において、
同僚との考え方の相違が生じた
(客観的にはトラブルと'まいえない
ものも含む）
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【｢弱｣になる例】
・案蘭謹めぐる方針等において、
卸下との考え方の相遠が生じた
(客観的にはトラブルとはいえない
ものも含む）

0 4 ●

ず ・ ・・ 4 ・ ・ ．．

両』

凸● ●ひ
■ ■

｡

o pJ
③a b

:鍵
■ ■

■ ●

■b ●

. O:.＃ .

b

Q b C･

碇“いた人切貝勧
● 0 勺● ､ 4 . Q

｡ K ： .H fｩ．
Q ヮ ■ 0 ■Q g Do● ･

､． ';,.． ． ． ､． ：:、 ･
･ ･ ･ OA･へ ｡ ；
bq . ロb o . & 一 色

P

０
０
℃
ｂ

●
４
●
ｃ

ｅ
Ｑ
９
■

■

０
，
叩
‘
．
．
完

●
●

■

、
■

●
■
●
Ｄ

Ｂ
。
・
恥
。
叱
峰

凸
■
■
。
■
■

Ｕ
■
４
５

◇
■
■

■
与
●
、

』
■
。
Ｃ
一
℃
。
■
。
Ｆ
■
◆
●

一
ｐ
ｏ
ひ
。
炉
。
。
’
脚

■

．
．
Ｄ
■
・
・
坐
》
。
悪

●

■
●
■
巳

・
海
韮
ふ
礎

弾
峨
織
鐸

．
：
．
．
。
●
恥
・
が
．
・
・
・
．
』
・
嘩
・

◆
●

蝋
織

ｑ

Ｑ
Ｐ

簿
ｌｆＤ，

罰
酸
承
動

■ ●
､ ■ ■

●

■ ？

６
■
ｂ

●

ｑ
ｄ

ｃ
ｇ
■

●
●

｡

ﾛ

ﾛ 白 0 . 1
● 9 6

鋤忍
｡■

●

①

p 申

0

● ｡ ご● ･ ● ● ■

【｢強｣になる例】
・察務をめぐる方針等において､周囲からも
客掴的に圏蛍されるような大きな対立敵上司
との同に生じ.その後の案漕に大きな支障を
来した．

～

【『強』になる例】．
・集務をめぐる方針等において.周囲からも
客観的に陸黛謹Lるような大きな対立が多数
の同僚との間に生じ､その後の乗務に大きな
支障を来した

【｢強｣になる例】
・案務をめぐる方針等において､周囲からも
客侭的に囲臓されるような大きな対立が多数
の郁下との間に生じ､その後の察葛に大きな
支障を楽した

36

岬
蓉
嘩
挫
卜

ア

ﾒﾝﾄを受
けた

☆

・せｸｼｭｱﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄの
内容､程度等
・その継鱗する状況
・会社の対応の有無及び内
容､改讐の状況､聡場の人間
関係等

｡＝

【『関｣になる例】
。 「。◎ちゃん｣樺のセクシュアル
ﾊﾗｽﾒﾝﾄに当たる発甘をされた
壇合
・職坦内に水簸姿の女性のボス
ター等を掲承された場合

｡;‘勘鋤,職碆確鼻§
け'た､ . b'･･ ･: b.･ :･ g._. ,5 .
■D

J ｡

・ O q ．

巳 。

由 ◆ e

【r強』になる例】
・胸や腰等への身体接触を含むｾｸｼﾕｱ
ﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄであって､継統して行われた増
合
・胸や腰等への身体桧触審含むセクシュア
ルハラスメントであって､行為は維続していな
いが､会社に相険しても遭切な対応がなく､改
善されなかった又は会社への相戯等の後に
■場の人間関係が悪化した俎合
・身体接触のない性的な発宮のみのセク
ｼｭｱﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄであって､発言の中に人
格を否定するようなものを含み､かつ継膝して
なされ“合
・身体接触のない性的な発言のみのセク
シュアルハラスメントであって､性的な発甘が
纏耀してなされ､かつ会社がセクシュアルハラ
スメントがあると把楓していても適切な対応が
なく､改善がなされなかった場合
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’別表2

’

業務以外の心理的負荷評価表

(注）心理的負荷の強度Iから皿は、別表1と同程度である。

電峠

’

出来事の類型

●｡

具体的出来事

の ｡

心理的負荷の強度

I Ⅱ Ⅲ

①自分の出来事 殿婚又は夫婦が別居した

自分が重い病気やケガをした又は寵産した

F

自分が病気やケガをした

夫婦のトラブル、不和があった

自分が妊媛した

定年退職した．

☆

☆

☆

☆

☆

☆

②自分以外の家族．

親族の出来事

配偶者や子供、親又は兄弟が死亡した

配偶者や子供が重い病気やケガをした

親頚の碓かで世間的にまずいことをした人が出た ．

親族とのつきあいで困ったり、辛い思いをしたことがあった

親が重い病気やケガをした

家族が婚約した又はその鯖が具体化した

子供の入賦・進学があった又は子供が受験勉強を始めた

親子の不和、子供の問題行動、非行があった

家族が増えた（子供が産まれた）又は減った（子供が独立して家を躍れた）

配偶者が仕事を始めた又は辞
P

めた

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

．☆

③金銭関係 多額の財産を損失した又は突然大きな支出があった

収入が減少した
〆

借金返済の遅れ、困難があった

住宅ローン又は消黄者ローンを借りた ☆

☆

☆

☆

④事件､事故、災害

の体験

天災や火災などにあった又は犯罪に巻き込まれた

自宅に泥棒が入った ．

交通事故を起こした ．

軽度の法律違反をした ☆

☆

☆

☆

⑤住琿境の変化 騒音等、家の周囲の環境（人間環境を含む）が悪化した

引越した ． ．

家屋や土地を売頁した又はその具体的な計画が持ち上がった

家族以外の人（知人、下宿人など）が一緒に住むようになった
6

☆．

☆

☆

☆

⑥他人との人間関係 友人、先輩に裏切られショックを受けた

親しい友人、先輩が死亡した
○

失恋、異性関係のもつれがあった

隣近所とのトラブルがあった ′

☆

☆

☆

☆
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１
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２

２
１
１
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発
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２
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成
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平

ロ

都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について

心理的負荷による精神障害の認定基準については､平成23年12月26日付け

基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」 （以下「認

定基準」 という。 ）をもって示されたところであるが、地方労災医員協議会精神障

害等部会（以下｢専門部会」 という。 ）の運用等については下記によられたい。
また､判断指針との相違点等について別添のとおり整理したので、業務の参考と

されたい。

さらに、 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書（平成23年

11月） 」には、認定基準の要件等に関する背景や考え方が記述されているので、

精読されたい。

、

記
〈

■

1 専門部会の運用

（1）都道府県労働局への報告等

認定基準第6の1及び2に基づき専門部会の意見を求めず決定する事案(以

下「主治医等決定事案」という。 ）については、当分の間、決定前に都道府県

労働局労働基準部労災補償課（以下「局」という。 ）に事案の概要を報告する

こと。

局においては、その内容を検討し、慎重な医学的検討が必要と認められる場

合には､認定基準第6の3④により専門部会の意見を求めるよう指示するこ
と。

（2）専門部会への報告

主治医等決定事案については､決定後、事案の概要について専門部会に定期

的に報告すること。

2認定基準の周知等

（1）認定基準の周知

精神障害の労災認定に関し相談等があった場合には､おって配付するパンフ

弔咋
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1
レット等を活用することにより、認定基準等について懇切・丁寧に説明をする

こと。

また、医療機関及びその関係団体、事業主団体、労働組合、労働相談等を実

施している地方公共団体等の関係機関に対しても､機会をとらえて周知を図る

こと。

（2）職員研修等の実施 ．

‘ 精神障害の労災認定に関する十分な理解や専門的知識等を修得させるため、

別途送付する資料を活用する等により、職員研修等を計画的に実施し、職員の

資質向上に努めること。

また、地方労災医員に対しても、同様に認定基準について情報提供し、その

考え方等について説明すること。

3調査中の事案等の取扱い

認定基準発出日において調査中の事案及び審査請求中の事案は､認定基準に
基づいて決定すること。 ，

また、認定基準発出日において係争中の訴訟事案のうち、認定基準に基づい

て判断した場合に訴訟追行上の問題が生じる可能性のある事件については､当課

労災保険審理室に協議すること。 ‘ ．

4通達の改廃

平成11年9月14日付け事務連絡第9号、平成12年3月24日付け事務

連絡第3号､平成17年12月1日付け基労補発第1201001号､平成20

年2月6日付け基労補発第O･206001号及び平成21年4月6日付け基労

補発第0406001号は廃止する。

’

1

一毛05－

1

1



(別添）

認定基準と判断指針の主な相違点

1 通達の標題について

（1） 「認定基準」の名称

平成11年9月14日付け基発第544号｢心理的負荷による精神障害等
に係る業務上外の判断指針について」 （以下「判断指針」という。 ）の標題に

ある「判断指針」の名称は、すべての事案について専門部会の判断に基づいて

業務上外を決定する等､他の疾病の認定基準とは異なる点も多い等の理由から

用いられたものである。

平成22年5月に労働基準法施行規則別表第1の．2第9号に「人の生命に

かかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務に

よる精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病｣が追加されたこと等も踏ま

え、今回、精神障害の業務起因性を肯定し得る要素をより具体的に定め､_一部

は専門部会の判断を要しないものとしたこと等から､他の疾病に関するものと

同様、 「認定基準」の名称を用いることとした。

したがって､精神障害について認定基準に定める要件に該当した場合には、
原則として業務上と判断できるものである。 、

（2） 「精神障害」

判断指針の標題は「精神障害等」となっており、 「等」は自殺を指すもの

とされていたが、従来より、自殺の業務起因性の判断の前提として、精神障害

の業務起因性の判断を行っていたことから、この趣旨を明確にするため「等」

を削除したものであり、実質的な変更はない。

ー

2対象疾病について（認定基準第1関係）

対象疾病について一部字句の変更があるが、従来の取扱いを明確にする趣旨

のもので、実質的な変更はない。

認定要件等について（認定基準第2及び第3関係）

認定要件について一部字句の変更があるが、実質的な変更はない。

また、認定要件に関する基本的な考え方についても同様である。

3

4回発病の有無等の判断について（認定基準第4の1関係） 、

発病の時期の特定が難しい場合の取扱いについて、次の2点を明確にした。

第一に、できる限り発病の時期の範囲を絞り込むことであり、少なくとも「○

月○旬頃」まで絞り込んだ医学意見を求めることを意図している。この点は､労

働時間数の算定等において重要となる。

第二に、出来事の前と後に発病と考えられる言動がみられ、発病時期はどち

詔0←
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らとも考えられるが特定が難しい場合は､出来事の後に発病したと取り扱うこと

であり、発病後の悪化の事案として判断するか否かにおいてこの点は重要とな

る。

5業務による心理的負荷の強度の判断について（認定基準第4の2関係）
｡

（1）業務による心理的負荷評価表 ハロ

業務による心理的負荷の評価方法を明確にするため、新たに「業務による

心理的負荷評価表」 （以下「別表1」という。 ）を定めた。

なお、従来「強」 と判断されていたものは、別表1に基づく評価によって

も、基本的に「強」 と判断される。

主な変更点は次のとおりである（参考1及び参考2参照） 。

ア 「出来事」 と 「出来事後の状況」の一括評価

判断指針では、業務による心理的負荷の強度について、まず出来事の心

理的負荷の強度を評価し、次に、出来事後の状況が持続する程度を評価し、
これらを総合評価して業務による心理的負荷を判断していたが､認定基準で

.は、 「出来事」と「出来事後の状況」を一括して心理的負荷を｢強」 、 「中」、

｢雪淵蝋忌と｢二基二躍襄蝋震騨融鳥後の状況が
相当程度過重といえない場合でも心理的負荷が「強」と認められ得るものと

なっている。

イ 「出来事の類型」の見直し

「出来事の類型」については、類似するものを統合する等の観点から、次

のとおり見直している。

（ア） 「仕事の量・質」

判断指針の「仕事の量・質の変化」 とほぼ同趣旨であるが、 「1か月

に80時間以上の時間外労働を行った」等、必ずしも「変化」を伴わな

い状況を出来事として本類型に含めたことから、表現を改めた。

（イ） 「役割・地位の変化等」

判断指針の「身分の変化等」及び「役割・地位等の変化」については、

類似することから統合した。

（ウ） 「対人関係」

判断指針の「対人関係のトラブル」及び「対人関係の変化」について

‘は、類似することから統合した。

（エ） 「セクシュアルハラスメント」

「セクシュアルハラスメントを受けた」は、判断指針では「対人関係

のトラブル」に分類されていたが、セクシュアルハラスメントは「対人

関係のトラブル」 という分類から想定される、対人関係の相互性の中で

生じるものに限らないことから、独立した類型とした。

1
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ウ 「具体的出来事」の見直し

「具体的出来事」については、類似する項目や発生頻度が小さい項目は統

合し､最近の職場環境の変化に伴い業務による心理的負荷として感じられる

こどが多い出来事は追加する等の観点から、次のとおり見直している。

（ア） 「 （重度の）病気やケガをした」等

「 （重度の）病気やケガをした」は、 「重度の」病気やケガであること

を前提に、平均的な心理的負荷（Ⅲ）を定めているが、重度とはいえない

病気やケガの場合にも、本項目に当てはめる（その上で、心理的負荷の総

合評価は「中」や「弱」とな．る）こととなる。その趣旨を明確にするため、

「重度の」という表現をカッコ書きにした。

また、 「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があっ

た」 、 「 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」のカッコ書き

も同じ趣旨である。

（イ） 「業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした」

判断指針の「交通事故(重大な人身事故、重大事故)(を起こした｣及び
「労働災害（重大な人身事故、重大事故）の発生に直接関与した」につい

ては、類似することから統合するとともに､､業務に関連してなされた場合

に評価することを明確にした。

（ウ） 「自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた」

判断指針の「自分の関係する仕事で多額の損失を出した」と同趣旨であ

るが、本項目は、自分のミスによらずに多額の損失等が生じた場合の心理

的負荷を評価する項目であることを明確にした。

（エ） 「業務に関連し、違法行為を強要された」

判断指針の｢違法行為を強要された」と同趣旨であるが、当該違法行為

の強要が、業務に関連してなされた場合に評価することを明確にした。

（オ） 「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった」

判断指針の「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があっ

た」及び「勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた」については、

類似することから統合した｡ ‘

また、判断指針の「研修会議等の参加を強要された」 、 「職場のOA

化が進んだ」 、 「部下が増えた」 、 「同一事業場内での所属部署が統廃合

された」 、 「担当ではない業務として非正規社員のマネージメント、教育

を行った」については、発生頻度が小さい（決定件数が少ない）ことと、

通常、本項目としての評価が可能であることから、これらの項目を廃止し

た。

（力)． 「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」

判断指針においては、極度の長時間労働の場合を除き、長時間労働それ

自体は心理的負荷の生･じる「出来事」として評価されなかったが、他に特

段の出来事が存在しない場合を想定して､長時間労働それ自体を｢出来事」

一、

』
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とみなし、本項目を新設した。

(キ） 「2週間（12日）以上にわたって、連続勤務を行った」

最近の職場環境の変化に伴い､業務による心理的負荷として感じられる

出来事として新設した｡業務量が多いこと等から本来取得できるはずの休

日が取得できず､連続勤務を行ったことの心理的負荷を評価する項目であ
る。

(ｸ） 「配置転換があった」及び｢転勤をした」
いずれも判断指針にあった項目であるが､人事異動のうち｢転勤をした」
は転居を伴うものが該当し、 「配置転換があった」は転居を伴わないもの

が該当すること等が明確となるよう説明を加えた。

また、判断指針の「出向した」及び「左遷された」について、いずれも

人事異動の一形態であることから、 「配置転換があった」及び「転勤をし

た」に統合した。その際、判断指針では「左遷された」の平均的な心理的

負荷は「Ⅱ」であったが、ストレス調査に関する評価研究の結果に基づき、

心理的負荷が「強」になる具体例として示している。

(ケ） 「非正規社員である自分の契約満了が迫った」

最近の職場環境の変化に伴い､業務による心理的負荷として感じられる

出来事として新設した｡期間の定めのある労働契約を締結している労働者

について､その契約期間の満了が迫ったことの心理的負荷を評価する項目

である。

(．） 「同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された」

判断指針の「昇進で先を越された」及び「同僚の昇進・昇格があった」

については、類似することから統合した。

エ平均的な心理的負荷の強度の見直し ．

「具体的出来事」のうち、 「同僚とのトラブルがあった」については、ス

トレス調査に関する評価研究の結果に基づき、平均的な心理的負荷の程度を

IからⅡに引き上げた。

Ｉ
Ｉ

（2）出来事の評価に当たっての留意点

認定基準第4の2 （5）のうち､①の発病前おおむね6か月の間に生じた

苦痛等を「出来事」 とみなすこと及び②の出来事が繰り返されるものについ

ては開始時からのすべての行為を評価の対象とすることについては、取扱い

を変更した。

6業務以外の心理的負荷及び個体側要因の判断（認定基準第4の3関係）

認定要件における業務以外の心理的負荷及び個体側要因の意義は判断指針と

同一であるが､業務による強い心理的負荷が認められたにもかかわらず業務以外

の心理的負荷又は個体側要因により発病したとして業務外と判断しているもの

がほとんどない等の実情も勘案し､審査の迅速化､請求人の負担軽減を図る観点

竜0←
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から、これらの事項に係る調査・判断について簡略化するための変更をした。

7精神障害の悪化の業務起因性（認定基準第5関係）

判断指針では、精神障害の発病の業務起因性のみを検討の対象としていたが、

認定基準では発病後の悪化についても特例的に業務起因性を認めることとした。

8 専門家意見と認定要件の判断（認定基準第6関係）

判断指針では､すべての事案について､複数の専門家による合議等の結果に基

づき業務上外を判断することとしていたが、これを変更し、主治医の意見に基づ

き判断する事案､専門医の意見も求めて判断する事案及び引き続き専門部会の意

見に基づき判断する事案に区分することとした（参考3参照） 。

9．本省協議（認定基準第8の3関係）

従来､平成11年9月14日付け事務連絡第9号において本省協議を指示して

いたものであり、実質的な変更はない。

なお、別表1に示した「具体的出来事」のいずれにも類推適用できない出来事

の評価についても、 「本認定基準により判断することが適当ではない事案」に含

～

まれ協議対象となる。

0
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参考1

業務による具体的出来事等の新旧対照表〆

＝

-311-

’

■ 日貝行 改正

出来事の
類型

具体的出来事
平均的な
心理的負
荷の強度

出来事の
類型

具体的出来事
平均的な
心理的負
荷の強度

①
事故や
災害の
体験

重度の病気やケガをした

悲惨な事故や災害の体験(目
撃)をした

Ⅲ

Ⅱ

①
事故や
災害の
体験

(重慶の)病気やケガをした

悲惨な事故や災害の体験､目
堅をした

②仕事の
失敗 、
過重な
責任の
発生等

交通事故(重大な人身事故、
重大事故)を起こした

労働災害(重大な人身事故、
重大事故)の発生に直接関与
した

会社の経営に影響するなどの
重大な仕事上のミスをした

会社で起きた事故(事件)につ
いて､責任を問われた

違法行為を強要された

自分の関係する仕事で多額の
損失を出した

達成困難なノルマが課された

ﾉﾙﾏが達成できなかった

新規事業の担当になった､会
社の建て直しの担当になった

顧客や取引先から無理な注文
を受けた

顧客や取引先からクレームを
受けた

研修､会畿等の参加を強要さ
れた

大きな説明会や公式の場での
発表を強いられた

上司が不在になることにより、
その代行を任された

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

I

I

I

②仕事の
失敗、
過重な

責任の
発生等

業務に関連し､重大な人身事
舗重夫塞齢穿縄ごl."fX1)

削除（※1で評価）

会社で起きた事故､事侘につ
いて､責任を問われた

業務に関連し､違

要された
法行為を強

自分の関係する仕事で多額の
狽生竺拍ぐ津1?圭一

削除（※2で評価）

仕事の

③量･質
の変化

仕事内容･仕事量の大きな変
化を生じさせる出来事があった

勤務･拘束時間が長時間化す
る出来事が生じた

新規追加

新規追加

勤務形態に変化があった

仕事のペース､活動の変化が
あった

職場のOA化が進んだ｛

Ⅱ

Ⅱ

I

I

I

③醤

●

胆。

仕事内容･仕事量の.(大きな）
変化を生じさせる出来事があっ
た（※2）

削除（※2で評価）

一
一

2週圃以_EIこわたって1塁瀞E里Ⅱ

務存行った

削除（※2で酔価）

Ⅱ
一

Ⅱ
ー
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④
身分の
変化等

⑤
役割。
地位等
の変化

退職を強要された

出向した

左遷された

非正規社員であるとの理由等
により､仕事上の差別､不利益
取扱いを受けた

早期退職制度の対象となった

転勤をした

複数名で担当していた業務を1
人で担当するようになった

配置転換があった

自分の昇格･昇進があった

部下が減った

部下が増えた

同一事業場内での所属部署が
統廃合された
担当ではない業務として非正
規社員のマネージメント､教育
を行った

新規追加

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

I

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

I

I

I

I

I

④

◆

申

魁
蜘
鵬

削除（※3で評価）

削除（※3で評価〉

(※3）

(※3〉

削除（※2で評価）

削除（※2で評価）

･削除（※2で評価）

》 5る自分の契約
_L

⑥
対人関‘

係のﾄラ
ブル

⑦
関
変
人
の
対
係
化

ひどい嫌がらせ､いじめ､又は
暴行を受けた

セクシュアルハラスメントを受
けた

上司とのトラブルがあった

部下とのトラブルがあった

同僚とのトラブルがあった
■

９

９

理解してくれていた人の異動
があった

上司が替わった

昇進で先を越された

同僚の昇進･昇格があった

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

I

I

I

I

I

挫
瀝
⑤
．

(ひどい).嫌がらせ､いじめ､又
は暴行を受けた

類型⑥へ

同僚等の昇進･昇格があり､昇
進で先を越された．(※4)

削除（※4で評価）

皿

蚊
型
些
卦

．
⑥ セクシュアルハラスメントを受

けた
Ⅱ
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具体的出来事の統合関係一覧 参考2

旧

重度の病気やケガをした

悲惨な事故や災害の体験（目撃）をした

交通事故（重大な人身事故、重大事故）を起こした

労働災害（重大な人身事故、重大事故）の発生に直接関与した

会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした

会社で起きた事故（事件〉について、責任を問われた

違法行為を強要された

自分の関係する仕事で多額の損失を出した ！

達成困難なノルマが課された

ノルマが達成できなかった

新

（重度の）病気やケガをした

悲惨な事故や災害の体験、目撃をした

業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした

会社の経営に影響するなどの宜大な仕事上のミスをした

会社で起きた事故、事件について、責任を問われた

自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた

業務に関連し、違法行為を強要された

達成困難なノルマが課された．

ﾉﾙﾏが達成できなかつだ

新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

顧客や取引先から無理な注文を受けた

’

新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

顧客や取引先から無理な注文を受けた 顧客や取引先からクレームを受けた

大きな説明会や公式の場での発表を強いられた顧客や取引先からクレームを受けた

研修、会議等の参加を強要された

大きな説明会や公式の場での発表を強いられた

上司が不在になることにより、その代行を任された

仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった

勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた

上司が不在になることにより、その代行を任された

仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった

1か月に80時間以上、時間外労働を行った【新規】

2週間以上にわたって連続勤務を行った【新規】

勤務形態に変化があった

勤務形態に変化があった 仕事のペース、活動の変化があった
ー

仕事のペース、活動の変化があった 退職を強要された

職場のOA化が進んだ

退職を強要された

出向した

配澄転換があった

転勤をした

複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった

罪定窺狂質で冨意酉而壷百零禧戻玩~露王而墓証~禾莉雪
取扱いを受けた

自分の昇格・昇進があった

部下が減った

早期退職制度の対象となった

非正規社員である自分の契約満了が迫った【新規】

（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた

上司とのトラブルがあった

同僚とのトラブルがあった

部下とのトラブルがあった

理解してくれていた人の異動があった

上司が替わった

同僚等の昇進・昇格があり、 ･昇進で先を越された

セクシュアルハラスメントを受けた

tt

左逓された

罪定諏頁で弱蔦琶而蓮百零Eま可宇在軍王而霊証~示莉霊取
扱いを受けた

震霊幽 －－
複数名で担当していた乗務を1人で担当するようになった

配置転換があった

自分の昇格・昇進があった

部下が減った

部下が増えた

同一事業場内での所属部署が統廃合された

担当ではない業務として罪正鏡社貝のマネージメント、敦育を行った

ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた

セクシュアルハラスメントを受けた

上司とのトラブルがあった

部下とのトラブルがあった 0

同僚とのトラブルがあった
－

理解してくれていた人の異動があった

上司が替わった

り

昇進で先を越された

同僚の昇進・昇格があった

罫13-
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参考3

専門家の意見の聴取･判断の流れ
~

診断内容

・発病の有無､疾患名
・発病の時期及びその原因等

請求書の提出

監督署において調査。
判断のまとめを作成

■
■
●

強
．
要

受の評1曲

業務以外の心理的負荷及び個体＃
罰の有無等

ロ'零
の
合

区
医
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基発第545号

平成11年9月14日

都道府県労働基準局長殿

労働省労働基準局長

●

糊申障害による自殺の取扱いについて

労働者災害補償保険法第12条の2の2第1項の「故意」については、昭和40

年7月31日付基発第901号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施

行について」により、結果の発生を意図した故意であると解釈してきたところであ

るｶﾐ、このことに関し、精神障害を有するものが自殺した場合の取扱いについては

下記のとおりとするので、今後遺漏のないようされたい。 ‘

記

業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は

自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行わ

れたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しない。

1
凸
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｢認定基準』に関する質疑応答集（目次）

（対象疾病について）

H1 ICD-10によらない診断名による労災請求があった場合の取扱い如何。

問2認定基準においては､対象とする精神障害をICD-10第V章｢精神及び行動の

障害」としていながら、主として業務との関連が生ずる可能性のある精神障害をI

CD-10のF2からF4までに分類されている精神障害としている理由如何。

特に、F2に分類される疾病が､主として「業務に関連して発病する可能性のあ

る精神障害｣とされている理由は何か｡F2での労災認定事例はこれまであるのか。

さらに、F5からF9に分類される精神障害が本省協議事案となっている理由如

何。

問3 「自律神経失調症」の取扱いを示していただきたい。

問4 「対象疾病に付随する疾病」 としては､どのようなものが想定されているのか。

（業務による心理的負荷について）

問5認定基準では｢同種の労働者｣が定義されているが､裁判例で用いられる「平均

的労働者」 とは、どのような違いがあるのか。

問6 日常のストレスでも「通常の仕事の範囲」であれば出来事にならないとも考えら

れるが、 「弱」の出来事にさえならないストレスの考え方があれば示してほしい。

･問7 ．｢業務による心理的負荷評価表」では、平均的な心理的負荷の強度は「I ．Ⅱ。

Ⅲ」と表現し、 「心理的負荷の強度を「弱」 「中」 「強」と判断する具体例」では

′ 「弱・中・強」で表現しているが、 I=弱、Ⅱ＝中、Ⅲ＝強と考えてよいか。

ま･た、どのような理由から異なる表現にしているのか。

問8 「特別な出来事」の「心理的負荷が極度のもの」について、 「永久労働不能とな

る後遺障害を残す業務上の病気やケガ」とあるが、どのような状態を想定している

のか。障害等級第3級（労働能力損失率100％）以上と考えてよいか。 ，

問9特別な出来事の類型｢心理的負荷が極度のもの」として挙げられている「強姦や、

本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを

受けた」について、 「本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為」とは、刑法第

176条（強制わいせつ罪）違反に準ずる行為を想定しているものと思料するが、出

来事の項目36の具体例と明確に判別するため｢本人の意思を抑圧して行われたわい

せつ行為」の具体例を示していただきたい。

着衣の上から触られてPTSDを発症したものもこの中に含まれる場合がある

か｡、

問10 「 （重度の）病気やケガをした（項目1） 」に関し、 「おおむね2か月以上の入

-31吟
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I

院を要する、又は労災の障害年金に該当する（中略）ケガをした」とあるが、障害

が残らないようなケガでも、 2か月以上入院して発症した場合には､認定すること

になるのか。

ここでいう入院期間には、本人の不定愁訴による入院期間も含まれるか。

問11 「 （重度の）病気やケガをした（項目1） 」に関し、 「業務上の傷病により6か

月を超えて療養中の者が､その傷病によって生じた強い苦痛や社会復帰が困難な状

況」の具体例を示してほしい。

問12 「 （重度の）病気やケガをした（項目1） 」等に関し「出来事後の状況は重視し

ない」とあるのは､派生する二次的な出来事(例えば､復帰後の不利益､交通事故

などの補償問題のトラブル、救助を巡る責任追及など）についても、評価の対象と

して取り上げなくてよいという趣旨か。

問13業務中の交通事故で、自らが被災し、事故も悲惨であった場合は、項目1と項目

2のどちらの項目で評価するか。

問14 「業務に関連し、違法行為を強要された（項目7) 」の評価にあたり、違法では

ないが、反社会的行為の強要があった場合もこれで判断するのか。たとえば高齢者

への強引な販売強要等。

問15 「2週間以上にわた勺て連続勤務を行った（項目17） 」について、 14日の連続動

務ではなく12日の連続勤務とされている理由は何か。

問16 「2週間以上にわたって連続勤務を行った(項目17） 」は、 「月80時間以上の時

間外労働を行った（項目16） 」と同様に、他の出来事が存在しない場合に評価する

のか。

問17 2週間以上の連続勤務を行った結果､当該期間を含む1か月当たりの時間外労働

時間数が、前月から（大きく）増加した場合は、項目15と項目17のどちらの項目で

評価するか。

問18 「セクシュアルハラスメントを受けた（項目36） 」について、職場の上司、同僚

が職場外（業務とは直接関係のない場面）で行った性的な言動は、どのような場合

に業務による出来事（職場におけるセクシュアルハラスメント） と評価されるか。

業務による出来事と認められないケースがあるか。

問19退職強要や対人関係について発生した出来事が、当該労働者の業務遂行能力のな

さや素行上の問題、不正行為等に原因がある場合、その出来事の評価はいかにすべ

きか。

特に、 「 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた（項目29） 」について、

自らが原因を作り、 ､結果として上司が暴行をした場合の評価はどのようにすべき

か。 ．

『
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問20 「 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた（項目29） 」と「セクシュア

ルハラスメントを受けた（項目36） 」以外の対人関係のトラブル（項目30～32）に

ついては､出来事が繰り返されるものとして開始時からのすべての行為を評価の対

象とはしないということでよいか。

問21 ある出来事で「強」と判断される場合、他の出来事に係る調査・評価はどこまで

必要か。

①特別な出来事が認められる場合

②項目16で「強」になる． (例えば、発病直前の2か月にそれぞれ120時間以上の

時間外労働がある）場合

③項目17で「強」になる場合（例えば、 1か月以上の連続勤務がある場合）

’

（長時間労働の評価）

問22 「極度の長時間労働」の時間数を160時間とした理由は何か。

問23極度の長時間労働について、 「発病直前の1か月におおむね160時間をこえるよ

うな、又はこれに満たない期間とこれと同程度の（例えば3週間におおむね120時

間以上の）時間外労働jと例示されているが、発病直前の1週間に40時間以上、 2

週間に80時間以上と読み変えても差し支えないか。

問24 「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった（項目15） 」

について､例えば､時間外労働が30時間から70時間に増加し､その後におおむね100

時間以上の時間外労働が認められた場合、項目15で「中」と評価した上で、出来事

後に恒常的長時間労働が認められるとして、総合評価を「強」と判断してよいか。

問25 「1か月に80時間以上の時間外労働を行った（項目16） 」に関し、発病前おおむ

ね6か月の間に、 1か月でも月80時間以上の時間外労働があれば、 「中」と評価す

るのか。

また、月80時間以上の時間外労働を行った月が複数(例えば3か月）あった場合

には、 「中」の出来事が3つあると評価するのか。

問26 「1か月に80時間以上の時間外労働を行った（項目16） 」に関し、他に特段の出

来事が存在しない場合で､,月1時間程度であっても時間外労働がある場合は、この

項目で評価する（ただし、時間外労働が月1時間程度の場合は心理的負荷は「弱」
と評価する）ことでよいか。

問27 「1か月に80時間以上の時間外労働を行った（項目16） 」の「強」の具体例につ

いては、 2か月のいずれの月も120時間以上でなければならないのか、それとも平

均なのか教示願いたい。

問28 「2週間以上にわたって連続勤務を行った（項目17） 」について、恒常的長時間

’

’

S21-

I



労働が認められる場合の心理的負荷はどのように評価するのか。

問29恒常的長時間労働が認められる場合の総合評価を行う出来事は、限定されない

か｡長時間労働と関係が薄いと考えられる出来事（ 「悲惨な事故や災害の体験、目

撃をした（項目2） 」等）であっても、その後に恒常的長時間労働が認められれば、

総合評価が「強」となり得るか。

問30恒常的長時間労働の評価をする場合、 uOO時間程度の時間外労働が1回でもあれ

ば「恒常的長時間労働がある」と評価できるのか。

問31時間外労働時間数について､恒常的長時間労働についても､ ｢通常その程度の労

働時間を要する」場合に限り評価するのか。

問32 「 「中」と評価される出来事の前に恒常的長時間労働が認められ、出来事後すぐ

に発病には至っていないが事後対応に多大な労力を費しその後発病した場合にば

総合評価は「強」とする」とあるが、 「多大な労力を費し」とは、具体的にどのよ

うな場合を言うのか。

問33発生時期の異なる出来事が複数ある場合は､どのように恒常的長時間労働の評価
を行うのか｡

間34いじめやセクシュアルハラスメントが長期間繰り返されているような場合には

いじめ等を受けた期間が一つの出来事となるため、出来事の発生日が○月○日から

○月○日となるのではないか。このような場合は、出来事の前後の恒常的長時間労

働はどの時期を起点に算出するのか。

問35発病前6か月の期間において、出来事後から発病までに1か月の期間がない場合

や､出来事の発生が発病前6か月目に当たるため出来事前に1か月の期間がない場

合は、どのように恒常的長時間労働の評価を行えばよいか。

（業務以外の心理的負荷、個体側要因について）

問36業務以外の出来事に係る心理的負荷については､別表2「業務以外の心理的負荷

評価表」に示す強度を修正することはないのか。 、

（調査について）

問37業務以外の出来事や個体側要因の調査では、申立書が重要になってくるものと思

われるが、申立書には、個体側要因（性格傾向、家庭環境、友人関係、幼年時代な

ど) .の質問項目がない。個体側要因を申立書からどのように読みとればよいのか。

それらについては、聴取により把握することを前提としているのか。

また、 「家族の精神障害既往歴jは、復命書および実務要領にも触れられていな

いが、調査の必要は全くないのか。

、

〆
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問38事実認定について、44頁に申述が食い違っていた場合には「調査担当者が得た心

証も参考となる」とあるが、得る心証は個人によって違うものと思われるところ． 、

①調査担当者の心証は、認定においてどの程度重視されるのか、よい心証｡悪い心

証を形成するポイントは何か。また、②心証についてはどの様式にどのように記録

しておくのか。

また、③様式1、様式2の「認定事実」欄は何を記載するのか。

問39事実認定について、44頁の「法律専門家の助言が必要な場合」 、 「助言の内容」
は、どのようなことを想定しているのか。

問40調査権限について、44頁に「労災保険法に基づく報告、出頭等を命ずることを検

討すること。 」とあるが、罰則の適用をどの程度まで考えているのか。現実的に命

令に従わなかった場合にどのように対応するのか｡

"41医療機関から診療録等の提供に際して、請求人等からの同意書を求められたり､

署長名での依頼書の提出を求められることがあるが、そのような対応が必要か否か

ご教示していただきたい。

問42セクシュアルハラスメント事案に関する調査の留意事項では、 「成育歴、職歴に

ついても、社会適応状況の確認に必要な程度を超えないように留意」とあるが、ど

の程度まで聴取してよいのか。

問43セクシュアルハラスメント事案については、事実関係を客観的に示す資料がな

く、当事者の主張に大きな相違があり事実関係の把握及び事実認定が困難な状況に

あるが、事実関係の把握の方法、事実認定の手法等について、もう少し詳しく具体

的に示すことができないか。

被害者がセクシュアルハラスメントと受け取り、加害者にはその意図がないよう

な場合には、両者の主張は全く異なることとなり、特にそれが第三者に確認できな

いような状況に関する主張である場合､調べる方法や客観的な証拠がないのではな

いか。この場合、双方の主張を聴いた後、事実とは認められないとの判断となるの

・力も

問44医学意見について、専門医の意見を求め、当該専門医が部会協議が必要と判断し

た場合、専門部会を開催するにあたり、意見を求めた専門医も専門部会に出席する

’ こととしてよい力も

問45専門部会に協議する事案について、意見書を依頼する内容も、事案の一部に限定

されるのか｡専門部会ではどの点について協議していただくのかを具体的に示して

もらいたい。

’

①

鐸
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（調査。とりまとめ様式について）

問46様式1と様式2の｢業務による心理的負荷の有無及びその内容｣は、 「出来事」
を上部に記載するようになっているが、 「出来事」ごとに作成することを前提にさ

れているのか。複数の出来事がある場合にはどのように記載すればよいか。

また、様式1と様式2の「業務による心理的負荷の有無及びその内容」と「業務

以外の心理的負荷の有無及びその内容」については、これらを時系列順に並列した

一つの表とした方がよいのではないか。

（その他）

問47認定基準第7 （療養及び治ゆ）に、 「対象疾病がいったん治ゆした後において

再びその治療が必要な状態が生じた場合は､新たな発病と取り扱い、改めて認定要

件に基づき業務上外を判断する」とあるが、新たな出来事もなく、又は新たな出来

事の全体評価が「強」と判断されず、動揺の幅が大きくなった場合を「再発」と考

えてよいのか教示願いたい。

併せて、 「再発」として取り扱う具体的なケースを例示していただきたい。

問48事業場関係者の聴取において､再審査請求で請求人に聴取内容が知られる可能性

があるとの説明を行った場合､聴取の協力が得られないことが多く、調査に支障を

来している。協力者の要望により、請求人に聴取内容が知られないようにできない

か。 ′ ・

問49請求人が転職（又は転勤）した事案について、発病時期（又は悪化の時期）カミど

の事業場に所属している時期かが不明な場合には、どの事業場を所轄する監督署に

おいて調査及び業務上外の決定をすべきか。

また、特定の事業場での心理的負荷のみを主張し、他の事業場の業務には心理的

負荷がない旨を主張している場合、どこまでの調査をすべきか。

問50通勤災害における精神障害については、認定基準により判断することとなるか。

また、通勤に伴う心理的負荷と業務による心理的負荷は、別個に評価するべきか。

問51審査請求となった事案で､新たな事実が確認でき当初の決定を覆す場合は、再度

専門部会に協議するのか。

ざ

●
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聰定基準」に関する質疑応答集

〆

(対象疾病について）

問1 1CD-10によらない診断名による労災請求があった場合の取扱い如何。

(答） ．

ICD-10は我が国でも広く使用され､ほぼ定着しているといえるが､仮にアメ

リカ精神医学会の「精神障害の診断と分類の手引」 (DSM一Ⅳ－TR)による診

断名、従来型の診断名等、 ICD-10によらない診断名での労災請求があったとし

ても､症状等からICD-10の診断名のいずれに該当するかについて検討を行うこ

ととなる。 、

問2認定基準においては、対象とする糊申障害をICD-10第V章「精神及び行

動の障害」としていながら、主として業務との関連が生ずる可能性のある精神

障害をICD-10のF2からF4までに分類されている糊申障害としている理

由如何b

特に、 F2に分類される疾病が、主として「業務に関連して発病する可能性

のある精神障害」とされている理由は何か。F2での労災認定事例はこれまで

あるのか。

さらに、 F5からF9に分類される精神障害が本省協議事案となっている理

由如何

：
(答）

認定基準では、器質性の精神障害及び有害物質に起因する精神障害(FO及びF

1）･は対象疾病から除外されていること、検討会報告書で指摘されているとおり、

F5からF9に分類される精神障害は､業務との関連で発病することはほとんどな

いと考えられることから、 「業務に関連して発病する可能性のある精神障害は、主

としてICD-10のF2からF4に分類される精神障害である」としている。

なお、F2に分類される精神障害が業務によって発病する例は少ないと考えられ

るが、実際の認定例として、統合失調症、急性一過性織申病性障害等がある。

また、F5からF9に分類される精神障害は、およそ業務との関連で発病する可

能性は少ないと考えられるため、特に慎重な判断を要すると考えられることから、

本省協議事案としたものである。

罰25-



問3 「自律神経失調症」の取扱いを示していただきたい。

(答）

自律神経失調症は、 ICD-10のG90に分類されるものであるので、認定基準

の対象疾病ではない。したがって、当該疾病については、個別に業務上外を判断す

ることとなるが、不安障害、身体表現性障害、 うつ病などが原疾患として明らかと

なることもある。

このため、そのような場合があることに留意して、専門医に対して疾病名に関す

る意見等を求められたい。

問4 「対象疾病に付随する疾病」としては、どのようなものが想定されているの

か。

(答）

対象疾病に付随する疾病としては、例えば、向精神薬の副作用による運動職

消化器系障害（麻庫性イレウス等） 、肝機能障害（肝炎等）等を想定している。

向精神薬の副作用による運動障害、

ー

《
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(業務による心理的負荷について)

問5認定基準では「同種の労働者」が定義されているが､裁判例で用いられる「平

均的労働者」とは、どのような違いがあるのか。

(答）

裁判例では「平均的労働者」という語が用いられる場合もあるが、その場合であ

っても、 「当該（発病した）労働者と職種、職場における立場、経験等の点で同種

の者」としているものもあり、 「平均的労働者」と「同種労働者」は同様の趣旨で

用いられていると考えられる。

業務の過重性を判断するに当たり、 「職種、職場における立場や職責、年齢、経

験等が類似する者」を想定し、このような者にとって強い心理的負荷があったかど

うかを判断することについて、検討会においては、判断指針で定めていたこの考え

方を維持すべきとの結論となったことから、認定基準においても、判断指針と同じ

く「同種労働者」が一般的にどう受け止めるかという観点から評価することとした

ものである。

問6 日常のストレスでも「通常の仕事の範囲」であれば出来事にならないとも考

えられるが、 「弱」の出来事にさえならないストレスの考え方があれば示して

ほしい。 ,

(答）

「弱」の出来事にさえならないストレスの考え方はなく、何らかの出来事があれ

ば、その心理的負荷は「弱」 「中」 「強」のいずれかに分類するものである。

なお、 「出来事なし」とは、請求人が主張する出来事について調査したところ、

当該事実がなかった場合を想定している。

｜

1繁

問7 「業務による心理的負荷評価表」では、平均的な心理的負荷の強度は「1 ．

Ⅱ。Ⅲ」と表現し、 「心理的負荷の強度を「弱」 「中」 「強」と判断する具体

例」では「弱・中・強」で表現しているが、 I==弱、 Ⅱ＝中、Ⅲ＝強と考えて

よいか。

また、どのような理由から異なる表現にしているのか。

〆

罰2γ－
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(答）

「1 ．Ⅱ．Ⅲ」は、判断指針におけるものと同様、出来事の平均的な心理的負荷

の強度を示しているのに対し、 「弱・中・強jは当該事案の出来事と出来事後の状

況を加味した心理的負荷の強度を示している。このため､異なる表現を用いている。

「Ⅲ｣の出来事について､通常生じると考えられる出来事後の状況を加味すれば、

それらを総合した心理的負荷は「強」となることが想定される。 「Ⅱ」と「中」 、

「I」と「弱」の関係も同様である。

㈱

貴見のとおり。

問9特別な出来事の類型「心理的負荷が極度のもの」として挙げられている「強

姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラス

メントを受けた」について、 「本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為」

とは、刑法第176条（強制わいせつ罪）違反に準ずる行為を想定しているものと

思料するが、出来事の項目36の具体例と明確に判別するため「本人の意思を抑

圧して行われたわいせつ行為」の具体例を示していただきたい。

着衣の上から触られてPTSDを発症したものもこの中に含まれる場合があ

るか。

(答）

「本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為」とは、被害者が抵抗したにもか

かわらず強制的にわいせつ行為がなされた場合や､被害者が抵抗しなかった（でき

なかった）場合であっても、行為者が優位的立場を利用するなどして、物理的･精

神的な手段によって被害者の意思を抑圧してわいせつ行為が行われた場合を意味

する。

着衣の上から行われたものであってもこれに該当する場合はあり得る。

-32缶



’

’

問10 「 （重度の）病気やケガをした（項目1） 」に関し、 「おおむね2か月以上

の入院を要する、又は労災の障害年金に該当する（中略）ケガをした」とある

が、障害が残らないようなケガでも、 2か月以上入院して発症した場合には、

認定することになるのか。

ここでいう入院期間には、本人の不定愁訴による入院期間も含まれるか。

I

(答）

おおむね2か月以上の入院を要する病気やケガは､障害を残さない場合であって

も、一般的には重度のものと考えられることから、心理的負荷が「強」の具体例と

して示されている。

なお、この具体例は、客観的（医学的）におおむね2か月以上の入院を要する傷

病が想定されており､本人からの愁訴はあるものの医学的合理性がないものは含ま

れない。

’

Iも

問11 「 （重度の）病気やケガをした（項目1） “」に関し、 「業務上の傷病により

6か月を超えて療養中の者が、その傷病によって生じた強い苦痛や社会復帰が

困難な状況」の具体例を示してほしい。

(答）

じん肺症で療養中であって呼吸困難による強い苦痛がある場合や､一下肢の切断

等の大ケガをして社会復帰が困難である状況等がある。

「

問12 「 （重度の）病気やケガをした（項目1） 」等に関し「出来事後の状況は重

視しない」とあるのは、派生する二次的な出来事（例えば、復帰後の不利益、

交通事故などの補償問題のトラブル、救助を巡る責任追及など）についても、

評価の対象として取り上げなくてよいという趣旨か。

(答）

． 「出来事後の状況は重視しない｣･としているのは、当該労働者がケガ等により休

業し、出来事後の状況として評価できる事項がないような場合に、そのことを理由
として当該出来事の総合評価を下げる必要はないという趣旨であり、出来事後に心

理的負荷になりうる状況が生じている場合に当該状況を評価しない､重視しないと
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いう趣旨ではない。

出来事後にも心理的負荷となる状況がある場合は､心理的負荷をより強くするも

のとして、評価の対象とされたい。

なお､本人が当該ケガ等の原因となった交通事故等を生じさせたことによる補償

問題については､別の出来事（ ｢業務に関連し､重大な人身事故､重大事故を起こ

した(項目3） 」 ）として評価し、出来事が複数ある場合の全体評価を行うことと

なる。

問13業務中の交通事故で、 自らが被災し、事故も悲惨であった場合は、項目1と

項目2のどちらの項目で評価するか。

(答）

項目1及び項目2にそれぞれ当てはめを行い、いずれかの項目で「強」と判断さ

れる場合には、該当する項目により決定を行う。

また、どちらの項目で評価しても「強」に至らない場合は、それぞれの出来事を

「具体的出来事」に当てはめて心理的負荷を評価した上で、出来事が複数ある場合

の全体評価を行うこととなる。

む

問14 「業務に関連し、違法行為を強要された（項目7） 」の評価にあたり、違法

ではないが、反社会的行為の強要があった場合もこれで判断するのか。たとえ

ぼ高齢者への強引な販売強要等。

(答）

、 違法とまではいえないが、反社会的行為の強要があった場合についても、この項

目で評価をすることとなる。

0

問15 「2週間以上にわたって連続勤務を行った（項目17） 」について、 14日の連

続勤務ではなく12日の連続勤務とされている理由は何か。 。
『

(答）

（週休2日を想定して）ある月曜日～次の週の金曜日まで連続して勤務した場合

に、 「2週間以上にわたって連続勤務を行った」 と評価できると考えられるため、
、

－8斗
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ー

１

１

日

１

１

ｌ

ｌ

ｌ

｢12日」の連続勤務と表現したものである。

●

問16 「2週間以上にわたって連続勤務を行った（項目17） 」は、 「月80時間以上

の時間外労働を行った（項目16） 」と同様に､他の出来事が存在しない場合に

評価するのか。
ウ

「

(答）

項目17は、他の出来事が存在しない場合に限って評価するものではない。

’

(答）

項目15及び項目17にそれぞれ当てはめを行い、いずれかの項目で「強」と判断

される場合には、該当する項目により決定を行う。

また、どちらの項目で評価しても「強」に至らない場合は、それぞれの出来事を

「具体的出来事｣に当てはめ､出来事が複数ある場合の全体評価を行うこととなる。

例えば、 3月1日から4月30日までの2か月間において、 1か月当たりの時間

外労働時間数が30時間から60時間に変化し、かつ、4月1日から15日までの15

,日間に深夜時間帯に及ばない連続勤務が認められた場合であれば、項目15で心理

的負荷の強度を評価し（｢中」の具体例に該当)、かつ、項目17でも心理的負荷の

強度を評価（｢中jの具体例に該当）した上で、出来事が複数ある場合の全体評価

を行うこととなる。

i

問18 「セクシュアルハラスメントを受けた（項目36） 」について、職場の上司、

同僚が職場外（業務とは直接関係のない場面）で行った性的な言動は、どのよ

うな場合に業務による出来事（職場におけるセクシュアルハラスメント）と評

価されるか。業務による出来事と認められないケースがあるか｡

(答）
｜
’｢職場におけるセクシュアルハラスメント」に該当するか否かは、セクシュア
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ルハラスメント指針に基づき判断することとなるが、懇親会等職場以外の場所に

おける行為であっても、直ちに業務以外の出来事とは判断できず、かえって、上

司がその立場等を利用して行っている場合には、業務による出来事と評価すべき

場合が多々あるものと考えられる。一方で、休日に業務と関係なく2人のみで出

かけた場合等で純粋に個人的な関係の下における行為と判断される場合には、業

務による出来事とは認められないこととなる。

いずれにしても、分科会報告書を踏まえ､適宜､雇用均等室とも連携を図りつ
っ適切に判断されたい｡

問19退職強要や対人関係について発生した出来事が、当該労働者の業務遂行能力

のなさや素行上の問題、不正行為等に原因がある場合、その出来事の評価はい

かにすべきか。

特に、 「 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた（項目29） 」につ

いて、 自らが原因を作り、結果として上司が暴行をした場合の評価はどのよう

． にすべきか。

(答）

正当な懲戒処分や査問組織による調査によらない不当な退職強要やいじめ、嫌が

らせは､それが当該労働者の行為に端を発したものである場合でも容認されるべき

ではなく、生じた出来事（退職強要やいじめ等）の態様に着目して心理的負荷の評

価を行うこととなる。

また､労働者に何の落ち度もないのにミスをねつ造する等により意図的に叱責が

行われた場合には、それ自体が人格否定に該当し、いじめ等と評価されることとな

る。

原因が当該労働者にあっても、上司から治療を要する程度の暴行を受けた場合に

は、項目29の「強」の具体例に該当し、その心理的負荷は「強」と考えられる。

ただし、私的怨恨に基づくもの、自招行為によるもの（相互に暴力を含む私闘（け

んか）等）は、 「強」の具体例に含まれない。

"20 ｢ (ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた（項目29) 」と「セクシ

ュアルハラスメントを受けた（項目36） 」以外の対人関係のトラブル（項目30

～32）については、出来事が繰り返されるものとして開始時からのすべての行

為を評価の対象とはしないということでよいか。

ロ
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(答）

「いじめ、嫌がらせ」や「セクシュアルハラスメント」は、その出来事の性質か

ら、行為者の同一の意図により行為（出来事）が繰り返されることが一般に想定さ

れる（必然的に繰り返される）ものであるが、上司・同僚・部下とのトラブルにつ

いては､業務指導の範囲内としての指導･叱責は､その都度その都度の業務上の必、
要性により行われるものであり、業務をめぐる方針等における対立も、業務上争点

が生じる都度生じるのであって、出来事が当然に繰り返されるものではないので、

貴見のとおり取り扱われたい6 ．

なお、叱責等が繰り返される態様によってはも 「いじめ、嫌がらせ」に当たる場

合もあるので、業務指導の範囲内のものといえるか否かを十分検討されたい。

ｌ

ｌ

問21 ある出来事で「強」と判断される場合、他の出来事に係る調査・評価はどこ

まで必要か。

①特別な出来事が認められる場合

②項目16で「強」になる（例えば、発病直前の2か月にそれぞれ120時間以上

の時間外労働がある）場合

③項目17で「強』になる場合（例えば、 1か月以上の連続勤務がある場合）

(答）

いずれかの出来事で「強」と判断できることが明確な場合には、原則として、他

の出来事について調査を行う必要はない。

ただし、特別な出来事のうち極度の長時間労働や、上記②、③については、通常

その程度の労働時間を要するものか否か等を評価するため、当該長時間労働･連続

勤務となった理由や業務内容の確認が必要となる。
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(長時間労働の評価）

問22 「極度の長時間労働」の時間数を160時間とした理由は何か。

(答）

労働時間だけで精神障害の発病の原因となる時間外労働時間数について､具体的

な時間数を示した医学的知見はないと．ころ､専門検討会においては、医学専門家の

臨床経験に基づきご議論をいただき､臨床経験上､発症直前の3週間におおむね120

時間以上の時間外労働を行っている場合や、これに相当するものとして､発症直前
の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行っている場合には、 「心身の極

度の疲弊、消耗を来し、 うつ病等の原因となる場合」に該当するものとするとの結

論を得て、その旨の検討会報告書が取りまとめられたところである。

なお、脳・心臓疾患と精神障害とは発病機序が異なるため、それぞれの認定基準

における時間外労働時間数を単純に比較まるのは適当ではない。 ，

。

問23極度の長時間労働について、 「発病直前の1か月におおむね160時間をこえ

るような、又はこれに満たない期間とこれと同程度の（例えば3週間におおむ

ね120時間以上の）時間外労働」と例示されているが、発病直前の1週間に40

時間以上、 2週間に80時間以上と読み変えても差し支えないか。

(答）

「極度の長時間労働」は、その持続期間と労働時間の長さの双方を考慮して示さ

れているので、 「直前1週間に40時間以上」 「2週間に80時間以上」の時間外労

働を行ったことは、それのみでは「極度の長時間労働」に該当しない。

の

問24 「仕事内容･仕事量の（大きな)変化を生じさせる出来事があった(項目15)」

について、例えば、時間外労働が30時間から70時間に増加し、その後におおむ

ね100時間以上の時間外労働が認められた場合､項目15で「中」と評価した上で、

出来事後に恒常的長時間労働が認められるとして、総合評価を「強」 と判断し

てよいか。 ．

(答）

恒常的長時間労働は、具体的出来事の心理的負荷の強度が、労働時間を加味せず
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に「中」程度と評価される場合に総合評価を「強」 とするものであるが、項目15

で仕事量の変化に着目して評価した場合､労働時間を加味していることとなるた

め､恒常的長時間労働と組み合わせて総合評価することはできない(問29参照｡）。

このような場合には、まず労働時間の変化の直前に「具体的出来事」に当てはめ

うる出来事の有無(例えば､時間外労働が30時間から70時間に変化する直前に配

置転換があったなど）を確認し、当該「具体的出来事」の心理的負荷を評価した上

で、それに伴う時間外労働の変化の心理的負荷（この場合は「中」の評価）と合わ

せて全体評価し、当該全体評価と恒常的長時間労働とを組み合わせて総合評価を行

うこと。

また、項目15のうち「仕事内容の変化」 （過去に経験したことのない仕事内容

に変更となった等）に着目して「中」程度と評価した場合については、労働時間を

加味した場合に該当しないため、恒常的長時間労働と組み合わせて「強」と判断で

きることに留意すること。 ｜
’

問25 「1か月に80時間以上の時間外労働を行った（項目16） 」に関し、発病前お

おむね6か月の間に、 1か月でも月80時間以上の時間外労働があれば、 「中」

と評価するのか。

また、月80時間以上の時間外労働を行った月が複数（例えば3か月）あった

場合には、 「中」の出来事が3つあると評価するのか。

(答）

前段については貴見のとおり。

なお、月80時間以上の時間外労働を行った月の数にかかわらず、出来事の数と

しては1つとして取り扱う。
’

問26 「1か月に80時間以上の時間外労働を行った（項目16） 」に関し、他に特

段の出来事が存在しない場合で、月1時間程度であっても時間外労働がある

場合は、この項目で評価する（ただし、時間外労働が月1時間程度の場合は

心理的負荷は「弱」と評価する）ことでよいか。

(答）

請求人が長時間労働の事実を主張している場合で､認定事実として時間外労働が

わずかであっても存在し、それ以外に特段の出来事が存在しない場合は、この項目

I
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で評価すること。

一方、請求人が長時間労働の事実を主張しておらず、認定事実として時間外労働

が月80時間を超える月がない場合で、それ以外に特段の出来事が存在しない場合

には、出来事そのものがないとして評価して差し支えない。 （月80時間を超える

月がある場合には、この項目で評価すること。 ）

問27 「1か月に80時間以上の時間外労働を行った（項目16） 」の「強」の具体例

については、 2か月'のいずれの月も120時間以上でなければならないのか、それ

とも平均なのか教示願いたい。

(答）

いずれの月もおおむね120時間以上でなければならない。ただし、あくまで「お

おむねjであって、必ずどの月も120時間を超えていなければならないわけではな

い。 （例えば、直前の月が115時間、 2月前が130時間といった場合には、これに

該当するものと考えている。 ）

問28 「2週間以上にわたって連続勤務を行った（項目17） 」について、恒常的長

時間労働が認められる場合の心理的負荷はどのように評価するのか。

（答）

項目17は、連続勤務を行ったことに伴う精神的・肉体的疲労等による心理的負

荷を評価する項目であり、恒常的長時間労働と組み合わせて評価することができ

る。

この場合、恒常的長時間労働を評価する期間は、当該連続勤務を開始した日より

前及び当該連続勤務を終了した日より後の期間となる。

なお、連続勤務が、発病前6か月よりも前から始まっている場合でも、当該連続

勤務の一部が発病前6か月に含まれる場合には、評価期間が発病前「おおむね」 6

か月であることを踏まえ、当該連続勤務の開始前30日 （発病前180日の範囲を超

1， 書職識脇翼駕~灘鰯堯建讓雲駕'二蜑』臓鰐

9
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問29恒常的長時間労働が認められる場合の総合評価を行う出来事は、限定されな

いか。長時間労働と関係が薄いと考えられる出来事（ 「悲惨な事故や災害の体

験、 目撃をした」等）であっても、その後に恒常的長時間労働が認められれば、

総合評価が「強」となり得るか。

’

(答）

恒常的長時間労働が認められる場合の総合評価を行う出来事には、限定はない。

．｢出来事前」 、 「出来事後」の労働時間については、出来事自体とは関連がない場

合であっても、労働時間と組み合わせて適切に総合評価されたい。

ただし、 「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった（項

目15） 」のうち「仕事量の変化」 と 「1か月に80時間以上の時間外労働を行った

（項目16）」は、労働時間を出来事として評価する項目であり、これと恒常的長時

間労働を組み合わせて評価すると、労働時間のみで評価することとなり、項目16

の．｢強jの具体例との棚攝が生じるため、恒常的長時間労働と組み合わせて評価し

ないこと。

口

E30恒常的長時間労働の評価をする場合、100時間程度の時間外労働が1回でもあ

れぱ「恒常的長時間労働がある」と評価できるのか。

’

(答）

「出来事前」 、 「出来事後」のそれぞれの期間について、時間外労働が100時間

程度となる月（30日）が1回でもあれば､当該期間について「恒常的長時間労働が

あったjと評価する。

問31時間外労働時間数について、恒常的長時間労働についても、 「通常その程度

の労働時間を要する」場合に限り評価するのか。

(答）

恒常的な長時間労働の場合も、 「通常その程度の労働期間を要するもの」で評価

する｡極度の長時間労働と同様に､休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等､労
働密度が特に低い場合を除き、業務量・仕事の密度・手待ち時間の有無等を勘案し

たうえで判断されたい。

●
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問32 「 「中」と評価される出来事の前に恒常的長時間労働が認められ、出来事後

すぐに発病には至っていないが事後対応に多大な労力を費しその後発病した場

合には、総合評価は「強」とする」とあるが、 「多大な労力を養し」とは、具

一体的にどのような場合を言うのか。
、

(答）

「事後対応に多大な労力を費し］とは、業務内容が困難で、業務量も過大である

場合、すなわち、判断指針でいう、出来事後の状況が持続する程度が「相当程度過

重」に相当する場合をいう。

問33発生時期の異なる出来事が複数ある場合は、どのように恒常的長時間労働の

評価を行うのか。

(答）

発生時期の異なる出来事が複数ある場合は､それぞれの出来事を起点にして恒常

的長時間労働の評価を行う。

問34いじめやセクシュアルハラスメントが長期間繰り返されているような場合に

はいじめ等を受けた期間が一つの出来事となるため、出来事の発生日が○月○

日から○月○日となるのでほないか。このような場合は、出来事の前後の恒常

的長時間労働はどの時期を起点に算出するのか。

(答）

いじめ等については、開始時からの行為を評価することから、いじめ等が始まっ

た日が出来事の発生日となる。出来事の発生日が発病前おおむね6か月･より前の場

合（いじめ等が発病前おおむね6か月より前から始まっている場合）で、当該出来

事の前30日 （発病前180日の範囲を超えて差し支えない）に恒常的長時間労働が

認められる事案については、本省に相談されたい。
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問35発病前6か月の期間において、出来事後から発病までに1か月の期間がない

場合や、出来事の発生が発病前6か月目に当たるため出来事前に1か月の期間

がない場合は、どのように恒常的長時間労働の評価を行えばよいか。

(答）

出来事後から発病までに1か月（30日）の期間がない場合については、出来事後

に「恒常的長時間労働」があったものとは判断できないが、当該30日に満たない

期間におおむね100時間を超える程度の時間外労働が認められるような場合には、
より短い期間に長時間の時間外労働を行っているものであることから、その事実を

「出来事後の状況」として適切に評価し、総合評価を行われたい。

また、出来事の発生が発病前6か月目であって、発病前180日の範囲を見ると出

来事前に1か月（30日）の期間がない場合については、出来事前の時間外労働の評

価期間は発病前「おおむね」 6か月の間であることを踏まえ、当該出来事の前30

日 （発病前180日の範囲を超えて差し支えない）の時間外労働時間数を確認し、当

該期間中に100時間程度の時間外労働が認められる場合には､恒常的長時間労働が

あったものと判断されたい。

(業務以外の心理的負荷、個体側要因について）

問36業務以外の出来事に係る心理的負荷については、別表2 「業務以外の心理的

負荷評価表」に示す強度を修正することはないのか。

(答）

調査の結果、修正する必要がある場合には、修正を行うことになる。
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(調査について）

問37業務以外の出来事や個体側要因の調査では、申立書が重要になってくるもの

と思われるが、申立書には、個体側要因（性格傾向、家庭環境、友人関係、幼

年時代など）の質問項目がない。個体側要因を申立書からどのように読みとれ

ばよいのか。それらについては、聴取により把握することを前提としているの

か。

また、 「家族の精神障害既往歴』は、復命書および実務要領にも触れられてい

ないが、調査の必要は全くないのか。

(答）

業務以外の出来事や個体側要因については､基本的に申立書で質問事項とした範

囲の事実を確認すれば足り、調査の過程で発病の原因となりうるような要因の存在

が示唆された場合には､.詳細を聴取等により調査することになる。 （当初から性格

傾向、家庭環境、友人関係、幼年時代等を調査する必要はない。 ）

また、家族の精神障害既往歴についても、調査する必要はない。

問38事実認定について、44頁に申述が食い違っていた場合には「調査担当者が得

た心証も参考となる」 とあるが、得る心証は個人によって違うものと思われる

ところ、①調査担当者の心証は、認定においてどの程度重視されるのか、よい．

心証．悪い心証を形成するポインﾄは何か。また、②心証についてはどの様式

にどのように記録しておくのか。

また､③様式'、様式2の｢認定事実｣欄は何を記載するのか。

(答）

①申述内容が相違する場合は､少なくともいずれかの申述が事実と異なるもので

あり、他に有力な証拠や申述がない場合は、心証による事実認定は重要となる。

また心証を根拠とする事実認定においては､署長を含めた担当行政官の社会通念、

経験則、専門知識等によりその妥当性が担保されることになる。

②認定事実の欄に認定の根拠として心証が加味されている事実とその理由を記載

する。

③ 「認定事実」欄にはく上記②も含め、請求人の申述とその他の調査結果を総合

し、医学的判断や総合判断の前提となる事実を記載する。
ノ ー‘
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問39事実認定について、44頁の「法律専門家の助言が必要な場合」 、 「助言の内

容」は、どのようなことを想定しているのか。

(答）

申述者の虚偽の申述が考えられる場合に真実を申述させるための方法(質問の仕

方や資料の提出方法等）や、事実認定が困難な場合に、現時点の調査結果を前提と

すると、法的には（例えば、訴訟となった場合には）どのように事実認定されると

考えられるか等について助言を得ること等を想定している。

問40調査権限について、44頁に「労災保険法に基づく報告、出頭等を命ずること

を検討すること。 」とあるが、罰則の適用をどの程度まで考えているのか。現

実的に命令に従わなかった場合にどのように対応するのか。

(答）

命令を行う前に相手方には調査権限等について十分に説明しても協力が得られ

ず命令を行う必要がある場合に限りこれを行うものであるが､命令に従わない場合

であっても、まずは罰則の適用等についても説明を尽くし、報告等を促すこと。

そのような説明を尽くしてもなお報告等がなされず､真に悪質であって厳正に対

処する必要があると考えられる場合には、対応について本省に相談されたい。

’

問41医療機関から診療録等の提供に際して､請求人等からの同意書を求められた

り、署長名での依頼書の提出を求められることがあるが、そのような対応が必

要か否かご教示していただきたい。

(答）

労災保険法に基づく診療担当者への調査権限は、このような同意書等を添えるこ

とを要件とはしていないが、第一段階では任意に協力を求めるものであり、医療機

関から同意書の提出等を求められた場合には、円滑な調査を実施する観点から、柔

軟に対応することとされたい。

なお、医療機関に対する意見書の提出依頼は、 「意見書の提出依頼について」 （昭

和33年7月12日付け基発第454号様式3）により、署長名で行われたい。
令
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問42セクシュアルハラスメント事案に関する調査の留意事項では、 「成育歴、職

歴についても、社会適応状況の確認に必要な程度を超えないように留意」とあ

るが、どの程度まで聴取してよいのか。

(答）

これらの事項については、申立書で質問事項とした範囲を除き、原則、聴取する

必要はない。

問43セクシュアルハラスメント事案については、事実関係を客観的に示す資料が

なく、当事者の主張に大きな相違があり事実関係の把握及び事実認定が困難な

状況にあるが、事実関係の把握の方法、事実認定の手法等について、もう少し

詳しく具体的に示すことができないか。

被害者がセクシュアルハラスメントと受け取り、加害者にはその意図がない

ような場合には、両者の主張は全く異なることとなり、特にそれが第三者に確

認できないような状況に関する主張である場合、調べる方法や客観的な証拠が

ないのではないか。この場合、双方の主張を聴いた後、事実とは認められない

との判断となるのか。ー

(答）

加害者とされる者の意図にかかわらず､セクシュアルハラスメントと主張された

行為の有無、また、当該行為が客観的にセクシュアルハラスメントと評価できるか

否かを調査することとなる（加害者が悪意なく行為を行っている場合には、当該行

為の存在自体を加害者が否定することは考えにくい。 ） 。

一方､被害者の主張を加害者が否定するなど申述が食い違う場合であって､現認

者がいないという場合であっても《直ちに事実とは認められないと判断するのでは

なく、被害者の主張の方がより具体的で合理的である場合、現認者はいないが以前

から第三者に相談しておりその内容が一貫している場合､加害者の主張が合理性を

欠くと考えられる場合等には､一般的には被害者の主張する事実があったと認定で

きる場合に当たると考えられる。加害者の主張の方がより具体的で合理的である場

合､被害者の主張が事実であれば通常は現認者がいると考えられるのにこれが存在

しない場合等には､一般的には被害者の主張する事実はなかったと認定できる場合

に当たると考えられる。
階

●

詔4歩一
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問44医学意見について、専門医の意見を求め、当該専門医が部会協議が必要と判

断した場合、専門部会を開催するにあたり、意見を求めた専門医も専門部会に

出席することとしてよいか。

(答）

出席して差し支えない。

問45 ．専門部会に協議する事案について、意見書を依頼する内容も、事案の一部に

‘限定されるのか。専門部会ではどの点について協議していただくのかを具体的

に示してもらいたい。

(答）

専門部会に協議する事案に該当する場合、協議事項はこれまでと変更はなく、診

断名､発病時期、業務における心理的負荷の総合評価、業務以外の心理的負荷及び

個体側要因の判断等について協議するものである。

ただし、専門部会に協議する事案に該当することとなった理由に関する部分(判

断が難しい部分)について詳細にご議論をいただき､結論が明確な事項については、

簡略な議論、意見書で差し支えない。

（例： 「病名及び発病時期については、主治医意見書のとおりF○の○○，○月○

日頃の発病と判断して差し支えない」 「監督署長の認定事実は○○であって「心理

的負荷が極度のもの」に該当し、業務による強い心理的負荷が認められる」等）

b

竜43- 、

’



(調査．とりまとめ様式について）

問46様式1と様式2の「業務による心理的負荷の有無及びその内容」は、 「出来

事」を上部に記載するようになっているが、 「出来事」ごとに作成することを

前提にされているのか。複数の出来事がある場合にはどのように記載すればよ

いか。

また､様式1と様式2の「業務による心理的負荷の有無及びその内容」と「業

務以外の心理的負荷の有無及びその内容」については、これらを時系列順に並

列した一つの表とした方がよいのではないか。

(答）

「業務による心理的負荷の有無及びその内容」については、原則として､出来事

ごとに作成することを前提としており、複数の出来事がある場合にも同様である。

ただし、時系列に沿って次々と関連する出来事が発生し、全体を一つの時系列と

してまとめた方が事案の全体像を把握しやすい場合や､複数の出来事が入り組んで

発生し､それらの時間的な近接性などについて慎重に検討を行わなければならない

場合等については、 「出来事」を記載する欄に複数の出来事を記入して時系列をま

とめることも差し支えない。また、必要に応じて、様式1 ．2とは別に適宜、複数

の出来事を含む時系列の表(場合によっては、 「業務以外の出来事｣も並列した時
系列の表）を作成して、事案の検討を行うことも考えられる。

1

I

0
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(その他）

問47認定基準第7 （療養及び治ゆ）に、 「対象疾病がいったん治ゆした後におい

て再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱い、改めて

認定要件に基づき業務上外を判断する」とあるが、新たな出来事もなく、又は

新たな出来事の全体評価が「強」と判断されず、動揺の幅が大きくなった場合

を「再発」と考えてよいのか教示願いたい。

併せて、 「再発｣.として取り扱う具体的なケースを例示していただきたい。

(答）

当初の精神障害について症状の動揺が継続しており、その幅が大きくなったよう

な事案は､療養が必要な状態が継続しているものであってそもそも治ゆと判断でき

ず、従って「再発」の問題も生じない。

一方、いったん症状の動揺がなくなった（症状が固定した）後に再び治療が必要

な状態が生じた場合には､認定基準第7に記載したとおり新たな発病と取扱い､｢再

発」としては取り扱わない。したがって、糯申障害について、 「再発」として取り

扱う具体的なケースは想定していない。

●

問48事業場関係者の聴取において、再審査請求で請求人に聴取内容が知られる可

能性があるとの説明を行った場合、聴取の協力が得られないことが多く、調査

に支障を来している。協力者の要望により、請求人に聴取内容が知られないよ

うにできないか。

’

(答）

供述者が自身の氏名や聴取内容を請求人に知られることにより、請求人から抗議

等を受けることを危倶して氏名や聴取内容を開示しないことを求める場合には､審

査会は氏名や聴取内容を不開示とするなど一定の配慮をしている。

そのような事案については、関係資料を審査会に送付する際、当該聴取書に付菱

を付して、供述者が不開示を求めている旨を明記されたい。 （不開示を望む箇所が

特定できるのであれば、当該箇所を示されたい。 ）

､

詔4缶



間49請求人

が”の連 要一

(答）

請求人が複数の事業場における業務による心理的負荷があり、これにより発病

（又は悪化）したと主張する場合には、発病（又は副上）の原因となった心理的負

荷のある事業場のうち、最終の事業場の所在地を所轄する署を所轄署とする。

実際には、発病（又は悪化）の時期やその原因となった業務による出来事の判断

は容易ではないため、原則として、請求人が主たる心理的負荷となった出来事があ

る1とする事業場（通常、請求人が業務による出来事があったと主張する事業場のう

ち最終の事業場と考えられる。 ）を所轄する署において調査及び業務上外の判断を

行うこと。その際､請求人が他の事業場における心理的負荷も主張するのであれば、

当該署において併せて調査すること。

調査の結果、業務上となる場合には、発病（又は悪化）の原因となった心理的負

荷のある事業場のうち、最終の事業場の所在地を所轄する署において決定を行う

（回送が必要な場合には､すべての調査を終え、必要に応じ専門部会の意見等も求

めた上で回送を行うこと。 ） 。業務外となる場合には、調査を行った署において決

定を行う。

なお、請求人が特定の事業場での心理的負荷のみを主張し、他の事業場における

心理的負荷がないと主張する場合には､あえて他の事業場における心理的負荷につ

いて調査・評価する必要はないこと（必要に応じ、他の事業場における業務による

心理的負荷に係る精神障害の発病について別途労災請求が可能なことの教示は行

うこと。 ） 。

上記により判断できない場合には、本省に相談されたい。

問50通勤災害における精神障害については、認定基準により判断することとなる

か。また、通勤に伴う心理的負荷と業務による心理的負荷は、別個に評価する

べきか。

詔4←
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●

「

(答）

「認定基準｣は業務による心理的負荷を原因とする精神障害の業務上外を判断す

るためのものであるが、精神障害が通勤による疾病に該当するか否かについても、

認定基準を準用して判断されたい。

なお、労災保険制度上、業務災害に対する保険給付（傷病補償年金及び介護補償

給付を除く。 ）は、労働基準法に定める災害補償事由について災害補償として行わ

れるものであり、通勤災害に対する保険給付はこれと趣旨が異なるものであるか

ら、業務災害と通勤災害は峻別する必要がある。したがって、業務による心理的負

荷と通勤による心理的負荷を全体として評価することはせず、別個に評価し、それ

ぞれ業務起因性又は通勤起因性を判断する。

式

間51審査請求となった事案で、新たな事実が確認でき当初の決定を覆す場合は、

再度専門部会に協議するのか。

(答）

審査官において、新たな事実が確認でき、その結果、取消相当という心証を得

られた場合には、原則として、原処分において意見を徴した専門部会又は専門医

に対して、審査官が認定した事実に基づき、再度意見を徴すること。

電炉

？


